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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 73124
組合名称 川崎重工業健康保険組合
形態 単一
業種 機械器具製造業

令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
被保険者数
* 平均年齢は
特例退職被保
険者を除く

29,700名
男性86.7%

（平均年齢42.18歳）*
女性13.3%

（平均年齢42.04歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*
特例退職被保険
者数

0名 -名 -名

加入者数 58,108名 -名 -名
適用事業所数 47ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

356ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

90‰ -‰ -‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 1 - - - -
保健師等 8 0 - - - -

事業主 産業医 23 49 - - - -
保健師等 38 0 - - - -

第3期における基礎数値
（令和4年度の実績値）

特定健康診査実施率 
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 18,022 ∕ 22,020 ＝ 81.8 ％
被保険者 14,556 ∕ 15,161 ＝ 96.0 ％
被扶養者 3,466 ∕ 6,859 ＝ 50.5 ％

特定保健指導実施率 
(特定保健指導実施者数÷
特定保健指導対象者数)

全体 1,786 ∕ 3,194 ＝ 55.9 ％
被保険者 1,652 ∕ 2,967 ＝ 55.7 ％
被扶養者 134 ∕ 227 ＝ 59.0 ％

令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人
当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円）

保健事業費

特定健康診査事業費 30,441 1,025 - - - -
特定保健指導事業費 57,209 1,926 - - - -
保健指導宣伝費 65,273 2,198 - - - -
疾病予防費 312,944 10,537 - - - -
体育奨励費 0 0 - - - -
直営保養所費 151,110 5,088 - - - -
その他 186,784 6,289 - - - -
　
小計　…a 803,761 27,063 0 - 0 -
経常支出合計　…b 21,647,729 728,880 - - - -
a/b×100 （%） 3.71 - -
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令和6年度見込み 令和7年度見込み

令和8年度見込み

(歳)

(百人)

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

40 20 0 20 40
男性(被保険者) 男性(被扶養者) 女性(被保険者) 女性(被扶養者)
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男性（被保険者）男性（被保険者）
令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 161人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,188

人 25〜29 2,801
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 3,480
人 35〜39 3,667

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 3,318
人 45〜49 3,050

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 3,186
人 55〜59 2,560

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 1,625
人 65〜69 506人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人

70〜74 175人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 12人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 168人 25〜29 467人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 499人 35〜39 501人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 518人 45〜49 626人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 598人 55〜59 360人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 199人 65〜69 26人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 9人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
0〜4 2,453

人 5〜9 2,671
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 2,436
人 15〜19 2,192

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 1,223
人 25〜29 107人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 45人 35〜39 13人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 6人 45〜49 4人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 10人 55〜59 5人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 12人 65〜69 4人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 5人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
令和6年度見込み 令和7年度見込み 令和8年度見込み
0〜4 2,403

人 5〜9 2,511
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 2,380
人 15〜19 1,967

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 1,063
人 25〜29 390人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 989人 35〜39 1,483
人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 1,524
人 45〜49 1,565

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,698
人 55〜59 1,213

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 753人 65〜69 262人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 113人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴
・加入者数は、第2期計画時（2018年）と比較すると全体で約3,000人増加している。
・被保険者のうち母体事業所の従業員は、約7割を占める。
・被保険者は男女ともに30代と40代が多数を占め、特に男性では30代の割合が多い。
・事業所の所在地は、全国に点在している。
・医療専門職（医師を除く）が常勤・非常勤ともに不在の適用事業所は、31事業所存在する。
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STEP１-２ 保健事業の実施状況STEP１-２ 保健事業の実施状況
保健事業の整理から見える特徴保健事業の整理から見える特徴
必要な保健事業は網羅できている。また、コラボヘルスも進んでおり、事業主と健保組合での協力体制が構築でき始めた。
ただし、以下の理由により保健事業として不十分なところがある。
・被保険者の特定保健指導は実施率は高いが、改善状況等の効果検証が十分にできていない。
・被保険者の40歳未満の健診結果が未入手だったため、若年層への事業展開が不十分である。
・被扶養者の特定健診受診率が低いままで、被扶養者の実態がつかめず、被扶養者へのより効果的な事業展開ができない。
・婦人科がん検診の受診率が、被保険者・被扶養者ともに低いままである。

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　健康管理事業推進委員会
　保健指導宣伝 　健康レポート作成
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　ICTツール（PepUp）関連事業
　保健指導宣伝 　カワサキ健活チャレンジ
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健診（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被保険者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被扶養者）
　保健指導宣伝 　機関紙発行
　保健指導宣伝 　医療費通知
　保健指導宣伝 　柔整療養費通知
　保健指導宣伝 　ジェネリック差額通知
　保健指導宣伝 　健康教室開催（健保組合主催）
　保健指導宣伝 　健康教室開催（事業所共催）
　保健指導宣伝 　若年者健診後保健指導支援
　保健指導宣伝 　禁煙活動推進
　保健指導宣伝 　高血圧対策事業
　疾病予防 　人間ドック補助(一泊ドック・半日ドック・追加検診）
　疾病予防 　人間ドック（主婦ドック）
　疾病予防 　脳ドック補助
　疾病予防 　子宮がん・乳がん検診補助
　疾病予防 　住民検診補助
　疾病予防 　胃部検診補助（一次検診）
　疾病予防 　胃部検診補助（二次検診）
　疾病予防 　大腸がん検診（二次検診）
　疾病予防 　歯科検診補助
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種費補助
　疾病予防 　メンタルヘルス対策
　疾病予防 　重症化予防事業
　直営保養所 　直営及び契約保養所等
事業主の取組事業主の取組
　1 　雇入時健康診断
　2 　定期健康診断
　3 　胃がん検診
　4 　大腸がん検診
　5 　健康診断事後措置に伴う個別指導
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　6 　特定業務従事者健診
　7 　特殊健診
　8 　海外派遣者健康診断
　9 　長時間勤務者健診
　10 　メンタルヘルス教育・啓発
　11 　カワサキ健活チャレンジ
　12 　健康教育
　13 　歯科検診
　14 　インフルエンザ予防接種
　15 　機関紙発行
　16 　ストレスチェック
　17 　健康相談
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。
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職場環境の整備職場環境の整備

保
健
指
導
宣
伝

1 健康管理事業
推進委員会

安全衛生健康管理計画（事業主）やデータヘルス計画（健保組合）等
、各々の次年度の保健事業計画策定にあたり、実施状況の分析・評価
を行いグループ全体の健康施策へ反映させる。

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 0

【R4年度】
コラボヘルス委員会　 2回
実務担当者会議　　　１回
【R３年度】
コラボヘルス委員会　３回
実務担当者会議　　　１回
※事務局会議は、コラボヘルス委員会と
して運用。

コラボヘルス委員会の組織や役割を見
直し、実効性・機動性のある体制に変
更した。

関連事業所の意見の反映が出来ていな
い。 4

1 健康レポート
作成

健康レポートを用いて事業所ごとの健康課題を明確にし、課題に応じ
た保健事業の実施につなげるとともに自社従業員に対する健康意識の
向上を図る。

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 3,787

【R4年度】
全加入事業所の「2021年度版健康レポ
ート」を作成し、各事業所へ配布。
【R３年度】
全加入事業所の「2020年度版健康レポ
ート」を作成し、各事業所へ配布。

・全事業所で比較できる新共通指標（
健康スコア）を作成し、全年齢のデー
タ集約環境を整えた。
・新共通指標を健康レポートにて展開
したことで、事業所間比較や健康施策
立案に活用しやすい土台を築いた。

新共通指標を事業所へ浸透させ、事業
所での活用度を向上させることが課題
である。

4

加入者への意識づけ加入者への意識づけ

保
健
指
導
宣
伝

2,5
ICTツール（Pe
pUp）関連事
業

・PepUp利用を通してスマホやパソコンでの申請や健診結果・健康情
報などの閲覧が可能になるため加入者の利便性の向上につなげる。
・楽しく健康イベントに参加でき、かつ健康イベント参加によってPe
pポイント（インセンティブ）獲得が可能になるため、健康関心層はも
ちろんのこと健康無関心層を巻き込み、加入者全体の健康度の向上に
つなげる。

全て 男女
18
〜
75

被保険
者,被扶
養者,そ

の他
41,809

※実施結果記載のないものは、各事業ペ
ージに記載あり
【R４年度】　登録率62.5％
①健康イベント
　・カワサキ健活チャレンジ
　・ウォーキングラリー：6,205人
　・血圧測定チャレンジ
②アンケート機能の活用
　３回実施
③インフルエンザの申請機能の活用
④その他
　・健診結果、健康年齢、健康情報の
配信
　・医療費通知、ジェネリック通知の
配信
【R３年度】　登録率60.3％
①健康イベント
　・カワサキ健活チャレンジ
　・ウォーキングラリー：5,276人
　・血圧測定チャレンジ
②運動情報配信　
　事業所共催セミナーに併せて２回実
施
③アンケート機能の活用
　３回実施
④インフルエンザの申請機能の活用
⑤その他
　・健診結果、健康年齢、健康情報の
配信
　・医療費通知、ジェネリック通知の
配信

・健診・検診推進キャンペーンや家族
健診開催に伴い登録に必要なコードの
再通知を実施。
・事業所でのPepUp活用促進を図り、
事業所独自のウォーキングラリー実施
事業所を増やした。
上記に伴いPepUpの登録率が向上した
。

・未登録者への対策。
・システム上の課題：登録者の活用状
況が把握できない。

4

2,5 カワサキ健活
チャレンジ

生活習慣改善による将来の発病リスクの軽減を目指し、全加入者に対
して生活習慣改善の働きかけを強化する。 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 437

【R4年度】
参加者：10,520人（参加率：36.9％）
【R３年度】被保険者のみに変更
参加者：9,838人（参加率：34.9％）

新入社員（事技職）の参加促進を健チ
ャレ前に実施したことで、新入社員（
事技職）の参加率が増加した。

WEB化により、事業所の参加促進（声
かけ）が難しくなった。 4

個別の事業個別の事業

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業目標事業目標
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健診（被
保険者）

被保険者の生活習慣病を中心とした健康状態の把握と健康情報収集の
ため、受診率向上を図る。 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 0

健診費用は定健として事業所負担。健
保組合はXML登録等データ処理、特定
健診結果の情報提供を実施。
【R４年度】国への実績報告
受診者：14,556人（受診率：96.0％）
【R３年度】国への実績報告
受診者：14,538人（受診率：96.0％）

・健康管理システム（HW）に健診結果
登録をすることにより、健診結果の未
登録が把握しやすい。
・未登録者の把握と結果提出要請を行
った。事業所の理解と協力があり、結
果収集が滞りなく実施できている。

特定健診の項目欠損、質問票未提出、
休職中による未受診等の発生により、
受診率が100％には届かない。

4

3 特定健診（被
扶養者）

被扶養者の生活習慣病を中心とした健康状態の把握と健康情報収集の
ため、健診受診率の向上を図る。 全て 男女

40
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

25,593
【R4年度】国への実績報告
受診者：3,466人（受診率：50.5%）
【R３年度 】国への実績報告
受診者：3,437人（受診率：48.6%）

下記の未受診者対策により受診者が増
加した。
①地図情報システムをもとに、住所デ
ータから最寄りの巡回健診会場を封書
で案内(８月）
②はがきによる再案内(10月）
③巡回健診空会場と特定健診受診方法
を封書で全６パターンの内容にて案内(
１月）
健保主催家族健診日程追加により受診
者数増加（R3:189名→R4:308名）

未受診者の未受診理由等の実態が把握
できていない 3

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導
（被保険者）

生活習慣改善による将来の生活習慣病の発病リスク軽減を目指し、保
健指導の実施を強化する。 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 51,146

【R４年度】国への実績報告
特保該当者　　　　：2,967人（該当率
：20.3％）
初回面談利用者　　：1,934人（利用率
：65.2％）
保健指導評価実施者：1,652人（実施率
：55.7％）
【R３年度】国への実績報告
特保該当者　　　　：3,176人 （該当率
：21.7％）
初回面談利用者　　：1,667人（利用率
：52.5％）
保健指導評価実施者：1,411人（実施率
：44.4％）

リピーター対策として、保健指導該当
状況の分析をもとに対象者選定を実施
した。

効果検証が実施できていない。 4

4 特定保健指導
（被扶養者）

生活習慣改善による将来の生活習慣病の発病リスク軽減を目指し、保
健指導の実施を強化する。 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 3,826

【R４年度】国への実績報告
特保該当者　　　　：227人（該当率：
6.4％）
初回面談利用者　　：118人（利用率：
52.0％）
保健指導評価実施者：134人（実施率：
59.0％）
【R３年度】国への実績報告
特保該当者　　　　：204人（該当率：
5.7％）
初回面談利用者　　：108人（利用率：
52.9％）
保健指導評価実施者：67人（実施率：3
2.8％）

家族健診において、保健指導対象者の
ほぼ全員に初回面談を実施できた。

巡回健診における初回面談分割実施の
利用実績が低い。 5

保
健
指
導
宣
伝

5 機関紙発行 加入者への情報提供を通じ、健保組合事業への理解や健康施策の浸透
を図る。 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 6,318 ・けんぽニュース発行　1回

・被保険者の自宅へ郵送
タイムリーな情報提供により、健保組
合が実施する保健事業の利用率向上に
寄与。

・読みたくなるような魅力的な紙面づ
くり。
・誤配や宛先不明による返却の防止。
・紙での配布からホームページやPepU
p等を通じたインターネット配信への切
り替え。

5

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業目標事業目標
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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8 医療費通知 医療費を知らせることにより、「医療費についての関心」と「家族全
体で健康管理に対する意識」を持ってもらう。 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 0 PepUpにて毎月1回医療費通知を配信し

、情報提供。
スマホにも対応可により本人と家族の
受診状況がいつでもどこでも簡単に確
認でき、医療費や健康に対する関心が
高まった。

PepUp登録率の更なる向上。 5

8 柔整療養費通
知

柔整療養費通知を実施することにより、受療状況を確認してもらうと
ともに健康保険での適切な受診について啓蒙を行う。 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 467

PepUpの医療費通知に柔整療養費の情
報を織り込んで通知。初受療者には別
途、柔整療養費に関する啓蒙資料を配
付。

PepUpの医療費通知に柔整療養費の情
報を織り込んで通知したことにより、
受療状況の把握が容易にできるように
なった。また、初受療者に啓蒙資料を
配付したことにより適切な受療につい
て理解が深まった。

PepUp登録率の更なる向上。 5

7 ジェネリック
差額通知

ジェネリック医薬品への切り替えを促進することにより、個人の薬代
の軽減と健保組合財政の改善につなげる。 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 0

先発医薬品を使っている人で、その薬
剤に後発医薬品があり1円でも差額が発
生する人にPepUpにて年４回通知。

PepUpで通知することにより、切替の
削減効果を適時に確認できる。健保負
担分の削減額も把握でき、健保財政へ
の影響も意識できる。

PepUp登録率の更なる向上。 5

3,4,5
健康教室開催
（健保組合主
催）

生活習慣病による将来の発病リスクの軽減に向け、加入者の健康リテ
ラシー向上を図る。 全て 女性

18
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

4,138
【R４年度】
家族健診：9回（参加者：535人）
【R３年度】
家族健診：5回（参加者：341人)

ニーズに対応し、新たに岐阜地区を追
加した。 被扶養者への広報手段が限られている 4

5
健康教室開催
（事業所共催
）

生活習慣病の将来の発症リスク軽減に向け、被保険者の健康リテラシ
ーの向上を図る。 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 1,679

【R4年度】
①共催教室
　・開催：39回
　・開催事業所：19事業所（35.9％）
②健康づくり事業補助制度
　・利用：10事業
　・利用事業所：8事業所
【R３年度】
①共催教室
　・開催：28回
　・開催事業所：19事業所（37.3％）
②健康づくり事業補助制度
　・利用：7事業
　・利用事業所：4事業所

健康教育実施についての事業所間格差
をなくすため、コラボヘルスにて事業
所スタッフと健康教育のあり方につい
て共通認識を持てるようなワーキング
を実施した。

利用事業所が増加しない。 4

4,5 若年者健診後
保健指導支援

生活習慣改善による将来の生活習慣病の発生リスク軽減を目指し、若
年者の保健指導レベル対象者に対する生活習慣の個別改善指導を強化
する。

全て 男女
18
〜
39

基準該
当者 9,383

【R４年度】
実施事業所　　：32事業所（60.4％）
初回面談実施者：520人
評価実施者　　：441人
【R３年度】
実施事業所　　：29事業所（58.0％）
初回面談実施者：333人
評価実施者　　：231人

産業保健スタッフがいない関連事業所
に活用勧奨したことで、実施事業所数
が増えた。

・リピーターへの対策。
・対象基準が事業所ごとにばらつきが
あるため、効果検証が実施できない。

4

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業目標事業目標
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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5 禁煙活動推進 事業所と一体となった喫煙対策の推進により喫煙率を低下させる。 全て 男女
20
〜
74

被保険
者 37

【Ｒ4年度】
　・禁煙チャレンジ申請者：４人
　　禁煙達成費用補助利用者：4人（う
ち1人はＲ3申請者）
　・教材貸出事業所：7事業所（延べ10
回）
　
【Ｒ3年度】
　・禁煙チャレンジ申請者：9人
　　禁煙達成費用補助利用者：6人（う
ち2人はＲ2申請者）
　・教材貸出事業所：6事業所（延べ8
回）
　・禁煙達成費用補助利用者対象アン
ケート
　　　対象者：47人　回答者：35人

・禁煙教室開催後、講師のサポートの
もと事業所主導で禁煙チャレンジを実
施した事業所があった。

・禁煙達成費用補助利用者が増加しな
い。
・事業所での禁煙対策が進んでいない
。

4

2,5 高血圧対策事
業

高血圧予防・改善に関する知識の啓発および家庭での血圧測定のセル
フケアの強化を促すことで、高血圧のリスク保有者の低減を図る。 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 0

【R４年度】
・食事改善（減塩）推進
・血圧測定チャレンジ参加者：4,836人
【R３年度】
・食事改善（減塩）推進
・減塩カード配布
　（４・10月けんぽニュースに同封）
・血圧測定チャレンジ参加者：4,519人

・血圧測定チャレンジは、PepUpを活
用して参加促進を行ったことで参加者
数が増加した。
・食事改善（減塩）推進は、事業所・
食堂運営業者と協力し、味噌汁の塩分
を減らすなど各食堂ごとに対策を実施
した。

血圧について知識の啓発活動は進めら
れたが、加入者の血圧値についての変
化はみられない。 2

疾
病
予
防

3
人間ドック補
助(一泊ドック
・半日ドック
・追加検診）

がんを中心とした疾病の早期発見のため、人間ドックの受診率向上を
図る。 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 61,734

【R４年度】
①人間ドック（受診者：1,840人）
　（内訳）一泊・被保険者：81人
　　　　　一泊・被扶養者：1人
　　　　　半日・被保険者：1,338人
　　　　　半日・被扶養者：420人
②追加健診　（受診者：3,253人）
　（内訳）被保険者：692人
　　　　　被扶養者：2,561人　
【R３年度】
①人間ドック（受診者：1,599人）
　（内訳）一泊・被保険者：96人
　　　　　一泊・被扶養者：4人
　　　　　半日・被保険者：1,103人
　　　　　半日・被扶養者：396人
②追加健診　（受診者：3,039人）
　（内訳）被保険者：595人
　　　　　被扶養者：2,444人

人間ドックを定期健診の代わりに受診
することを事業所が推奨した。 被扶養者の利用率が低い。 4

3 人間ドック（
主婦ドック）

がんを中心とした疾病の早期発見のため、人間ドックの受診率向上を
図る。 全て 女性

35
〜
60

基準該
当者 32,256

【R４年度】
受診者：923人（受診率：50.0％）
【R３年度】
受診者： 891人（受診率：52.4％）

自己負担額5,000円という破格の費用設
定により、50％の受診率を維持してい
る。

利用率が増えない。 3

3 脳ドック補助 脳血管障害の早期発見・予防のため、脳ドックの受診者数増加を図る
。 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 7,621

【R４年度】
受診者（被保険者）：336人
受診者（被扶養者）：129人
　　　　計　　　　：465人
【R３年度】　受診者数
受診者（被保険者）：298人
受診者（被扶養者）：166人
　　　　計　　　　：464人

ー 高リスク年齢層の把握・重点的広報が
できていない。 3

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業目標事業目標
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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3,4 子宮がん・乳
がん検診補助

子宮がん・乳がんの早期発見・予防のため、がん検診受診者数増加を
図る。 全て 女性

20
〜
74

加入者
全員 58,249

受診者数は、巡回健診、償還払い（人
間ドックのオプション・単独受診・住
民検診）の人数とする。
【R４年度】
受診者（被保険者）：865人
受診者（被扶養者）： 3,336人
　　　計　　　　　：4,201人（受診率
：22.4％）
【R３年度】
受診者（被保険者）：708人
受診者（被扶養者）： 3,316人
　　　計　　　　　：4,024人（受診率
：26.7％）

下記の広報対策により受診者が増加し
た。
①特定健診ガイドで広報（被扶養者対
策）
②定健時にチラシ配布（被保険者対策
）
③ICTツールを活用した広報

受診率が国の目標値50％に届かない。 3

3 住民検診補助 がんを中心とした疾病の早期発見のため、住民検診の受診者数増加を
図る。 全て 男女

20
〜
74

加入者
全員 394

【R４年度】　
受診者（被保険者）：81人
受診者（被扶養者）：104人
　　　計　　　　　：185人
【R３年度】　
受診者（被保険者）：71人
受診者（被扶養者）：125人
　　　計　　　　　：196人

ー 広報不足により利用者数が少ない。 3

3 胃部検診補助
（一次検診） 胃がんの早期発見・予防のため、胃部検診受診者数増加を図る。 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 34,011

【R４年度】
受診者：10,636人
利用事業所：43事業所（81％）

【R３年度】
受診者：10,712人
利用事業所：44事業所（74.5％）

事業所スタッフの協力。 ー 5

3 胃部検診補助
（二次検診）

胃がん早期発見のため、事業所実施の一次検診による要精検者の二次
検診費用を補助し、二次検診の受診者増加を図る。 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 - - - - -

3 大腸がん検診
（二次検診）

大腸がんの早期発見のため、事業所実施の一次検診による要精検者の
二次検診費用を補助し、二次検診の受診者数増加を図る。 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 - - - - -

3,4 歯科検診補助 歯科疾患の重症化予防のため、歯科検診の受診者数増加を図る。 全て 男女
18
〜
74

被保険
者 49,737

【R４年度】
受診者　　：10,178人
利用事業所：14事業所（26.4％）
【R３年度】
受診者　　：6,463人
利用事業所：12事業所（20.3％）

事業所の協力により実施事業所が増え
た。 事業の効果検証ができていない。 3

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業目標事業目標
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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3
インフルエン
ザ予防接種費
補助

〈被扶養者〉インフルエンザの発症予防と重症化予防のため、被扶養
者・任意継続被保険者のインフルエンザ予防接種実施率を向上させる
。
〈被保険者〉事業所が行うインフルエンザの予防対策を支援すること
で、被保険者のインフルエンザ予防接種実施率を向上させる。

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 34,359

【R４年度】
〈被扶養者〉
申請　：4,341件
接種者： 8,913人
　※PepUpによる申請2,944件、6,050
人（PepUp申請割合：67.8％）
　　
〈被保険者〉
・利用事業所 ：38事業所（71.7％）
　（内訳）KHI 7事業所、関連 31事業
所
・利用者　　：1,150人
　（内訳）KHI 172人、関連 978人
【R３年度】
〈被扶養者〉
申請　：4,667件
接種者：9,645人
　　※PepUpによる申請2,610件、5,34
4人（PepUp申請割合：55.4％）　　
〈被保険者〉
・利用事業所：41事業所（71.9％）
　（内訳）KHI 12事業所、関連 29事業
所
・利用者　 ：1,500人
　　（内訳）KHI 478人、関連 1,022人

〈被扶養者〉
PepUpによる申請導入により、申請の
簡便化が図れた。
〈被保険者〉
事業所と調整しながら円滑に事業を進
めた。

〈被扶養者〉
事業の効果検証ができていない。
〈被保険者〉
関連事業所に対する費用補助条件の見
直し。

3

6 メンタルヘル
ス対策

心の健康相談窓口開設により、メンタルヘルス不調者の未然予防を図
る。 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 2,574

【Ｒ４年度】
　面接相談： 43件
　電話相談：129件
【Ｒ３年度】
　面接相談： 51件
　電話相談：168件

プライバシー保護により、利用しやす
い条件となっている。

事業所が課題と感じている内容の把握
および共有ができていない。
健保組合独自での相談窓口設置の優先
度が低い。

4

3,4 重症化予防事
業

重症化を予防し将来の医療費を抑制するため、健診で高血圧症や糖尿
病のレベル判定となったにも関わらず医療機関で受療していない方に
対し、受診勧奨を実施し、定期的な受療を促す。

全て 男女
18
〜
74

基準該
当者 73

【R４年度】
・糖尿病実施者：52人
・高血圧Ⅱ度実施者：307人
・高血圧Ⅲ度実施者：66人
【R３年度】
・糖尿病実施者数：70人
・高血圧Ⅱ度実施者：230人
・高血圧Ⅲ度実施者：64人

・血糖、血圧Ⅲ度の対象者については重
症域にあるため、保健師による個別性
を重視した文書指導を行い受診勧奨を
実施した 。
・血圧Ⅱ度の対象者については血圧測定
の習慣化を促進することがより重要と
なるため、血圧測定チャレンジの時期
に合わせて定型の受診勧奨通知を一括
送付し、業務効率を図った。
・経年対象者には送付物を変更して啓
発した。

リピーター対策。 4

直
営
保
養
所

8 直営及び契約
保養所等 加入者の心身のリフレッシュ、家族や職場仲間との懇親の場の提供。 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員 298,943

【R４年度】
・直営保養所利用者： 6,547人
・健康推進センター利用者： 4,257人
・契約保養所利用者： 3,872人
【R３年度】
・直営保養所利用者： 1,703人
・健康推進センター利用者： 1,414人
・契約保養所利用者： 2,675人

・新型コロナウィルス対応の緩和によ
る稼働日数の増加。
・直営保養所と健康推進センターにお
けるイベント等の集客対策の強化。
・契約保養所については、ホームペー
ジでのキャンペーンの周知。

・R２年度以降、新型コロナウイルスの
影響により休館及び利用人数制限を余
儀なくされていた。
・直営保養所の老朽化対策（R１年度か
ら実施）
・健康推進センターは六甲山頂付近に
あるため、台風や集中豪雨によるアク
セスやインフラへの影響を受けやすい
（交通の遮断、停電、断水等）。

4

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) １．39%以下  ２．40%以上  ３．60%以上  ４．80%以上  ５．100%

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業目標事業目標
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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事業主の取組事業主の取組

雇入時健康診断 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
65
定期入社：３月末〜４月初
中途入社：都度 - - 無

定期健康診断 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
65
年間を通して各事業所で実施 - - 無

胃がん検診 健康増進法に基づき実施 被保険者 男女
40
〜
65
定期健診に合わせて各事業所で実施（35歳も節
目年齢として対象に含む） -

健診案内（胃透視）は、対象年齢全員に行うが
、労働安全衛生法の法定健診ではないことから
、全員が受診するわけではない。

有

大腸がん検診 健康増進法に基づき実施 被保険者 男女
40
〜
65 各事業所で実施

- 健診案内（便潜血）は、対象年齢全員に行うが
、労働安全衛生法の法定健診ではないことから
、全員が受診するわけではない。

無

健康診断事後措置
に伴う個別指導 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女

18
〜
65
健康診断において所見のあった者に保健指導を
実施。必要に応じて二次検診と就業制限措置 - 保健指導を希望しない者への対応。

受診勧奨後の受診状況の把握 無

特定業務従事者健
診 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女

18
〜
65
年間を通して各事業所で実施 - - 無

特殊健診 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
65
年間を通して各事業所で実施 - - 無

海外派遣者健康診
断 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女

18
〜
65
海外赴任前、赴任中は年に1度、帰任時にそれぞ
れ都度実施 - - 無

長時間勤務者健診 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
65
毎月実施 - - 無

メンタルヘルス教
育・啓発

セルフケア教育・ラインケア教育の実施、セルフケア啓発リーフレ
ットの配布 被保険者 男女

18
〜
65

・教育：全社もしくは各事業所で実施。
　セルフケア：階層別（事業所ごとで設定）
　ラインケア：昇進時、前回受講から５年以上
経過時
・リーフレット：全従業員へ配布（不定期）

- メンタルヘルス不調者の増加・長期化 無

カワサキ健活チャ
レンジ

全従業員の健康づくりのために、ポピュレーションアプローチとし
て、会社、労組、健保の三者共催事業として実施 被保険者 男女

18
〜
65
9月〜10月の2ヵ月間に実施 - 参加率が伸び悩んでいる。 有

健康教育 食事・運動・睡眠・喫煙・飲酒・がん等について年齢階層別に実施 被保険者 男女
18
〜
65
各事業所ごとでテーマ・対象を設定し実施 年代・性別ごとで必要な内容を一定期間ごとに

教育できる。 事業所ごとで実施の濃淡がある。 有

歯科検診 口腔ケアの推進 被保険者 男女
18
〜
65
１回/年 就業時間中に受診可 検診日程が限られるため、業務都合で受診でき

ないことがある 有

インフルエンザ予
防接種 希望者に実施 被保険者 男女

18
〜
65
10月〜12月に実施 就業時間内に受診可

接種費用の補助 - 有

機関紙発行 心身両面にわたる健康情報の提供 被保険者 男女
18
〜
65
全社：1〜2回/年
各事業所：必要に応じて発行

全従業員に向けてのポピュレーションアプロー
チになる - 無

ストレスチェック 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
65
年間を通じて各事業所で実施 - 集団分析等の結果活用が不十分 無

健康相談 日常の健康管理 被保険者 男女
18
〜
65
従業員からの相談に都度対応 - - 無

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者 振り返り振り返り 共同共同

実施実施資格資格 性別性別 年年
齢齢 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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STEP１１-３３ 基本分析基本分析

登録済みファイル一覧登録済みファイル一覧
記号 ファイル画像 タイトル カテゴリ コメント
ア 総医療費①　１人当たり医療費 医療費・患者数分析 -

イ 総医療費②　疾病分類別医療費構成割合 医療費・患者数分析 -

ウ 総医療費③　疾病分類別医療費の推移、受診者当たり医療
費

医療費・患者数分析 -

エ 生活習慣病対策　健康分布図① 健康リスク分析 -

オ 生活習慣病対策　健康分布図②　人数構成の変化 健康リスク分析 -

カ 生活習慣病対策　重症化予防①　加療・重症化区分の推移 健康リスク分析 -

キ 生活習慣病対策　重症化予防②　肥満・非肥満別 健康リスク分析 -

ク 生活習慣病対策　肥満対策①　肥満・非肥満の人数と医療
費

医療費・患者数分析 -
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ケ 生活習慣病対策　肥満対策②　年代別　肥満・非肥満１人
当たり医療費

医療費・患者数分析 -

コ 生活習慣病対策　肥満対策③　肥満者の人数と割合 健康リスク分析 -

サ 健診結果①　有所見率の推移、血圧判定区分 健康リスク分析 -

シ 健診結果②　健康習慣該当割合の推移 健康リスク分析 -

ス 特定健診・保健指導①　特定健診 特定健診分析 -

セ 特定健診・保健指導②　特定保健指導 特定保健指導分析 -

ソ 特定健診・保健指導③　新規該当者の状況（被保険者） 特定保健指導分析 -

タ 特定健診・保健指導④　リピーターの状況（被保険者） 特定健診分析 -

チ がん対策①　５大がんの受療率 医療費・患者数分析 -

14



ツ がん対策②　婦人科がん検診受診率 その他 -

テ 保険給付の適正化①　ポリファーマシー 後発医薬品分析 -

ト 保険給付の適正化②　ポリファーマシー 後発医薬品分析 -

ナ 保険給付の適正化③　柔整療養費 後発医薬品分析 -
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ア．1人当たり医療費（健保連比較）

総医療費①

■調剤■医科 ■歯科■総医療費

147,802 
148,879 

138,724 

152,791 

171,307 

148,280 

152,841 

153,588 

168,182 

180,284 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2018 2019 2020 2021 2022

自健保 健保連

（円）

19,291 
19,968 

20,056 21,205 21,857 

18,340 18,853 
19,828 

21,095 21,610 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2018 2019 2020 2021 2022

自健保 健保連

（円）

28,851 
29,874 

28,117 

30,804 

33,717 

31,139 
32,528 

31,411 

33,703 

36,059 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2018 2019 2020 2021 2022

自健保 健保連

（円）

99,660 99,037 
90,551 

100,782 
115,733 

98,801 101,460 102,349 

113,384 
122,615 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2018 2019 2020 2021 2022

自健保 健保連

（円）
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総医療費②

02：新生物

13%

10：呼吸器

10%

09：循環器

8%

11：消化器

6%

04：内分泌

6%
14：腎

尿路

6%

13：筋

骨格

5%

19：損傷

5%

07：眼

4%

06：神経

4%

12：皮膚

4%

05：精神

3%

01：感染症

3%
03：血液

2%

16：周産期

2%

15：妊娠分娩

2%

17：奇形

1%

08：耳

1%

18：その他

3%

22：重症急

性呼吸器

13%

イ．疾病分類別医療費構成割合 ■2022年度・全年齢加入者
■疑い病名含む
■歯科レセ含まない

・19分類では、「新生物」
「呼吸器」「循環器」「消化器」
「内分泌」の順に高い。

・新生物と生活習慣病を合わせると、
総医療費の約半数を占めている。
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エ．疾病分類別医療費と受診者当たり医療費ウ．疾病分類別医療費の推移
■2022年度・全年齢加入者■全年齢加入者

総医療費③

「新生物」「生活習慣病」は、総医療費に占める割合が高く、2020年度からの
 3年間の推移も上昇傾向にある。また、「新生物」は受診者当たり医療費も高い。

がん対策、生活習慣病対策は引き続き重要である。
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オ．人数構成
■2022年度・被保険者（任継除く）

カ．医療費構成

健康分布図とは、生活習慣病を軸に全体を俯瞰したもの。
40歳未満と40歳以上に区分し、生活習慣病とその重症化疾患のレセプトがある者を「01～03」に、
レセプトがない者は健診結果を基に「04～07」に区分し、人数および医療費構成を確認した。

生活習慣病対策－健康分布図①
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キ．健康分布図 人数構成の変化（2020 - 2022）
■「オ．健康分布図（人数構成）」を、区分ごとに、

全年齢に対しての割合を算出

分類 2020 2022 変化

02 重症化 4.2% 4.9% ＋0.7

03 加療 12.0% 13.9% ＋1.9

04 未治療 1.6% 1.6% 変化なし

05・06 保健指導レベルと肥満 24.1% 22.1% －2.0

・2020年度と2022年度比較では、「02重症化」区分が0.7ポイント、「03加療」区分が1.9ポイント増加した。
この上昇には、2020年度のコロナ禍での受診控えがあり、それによる反動の影響と推測される。

・「04未治療」区分は変化がなく、重症化予防事業が一定の効果があったといえる。
・「05保健指導レベル」「06肥満」区分の合計は、２ポイントの減少で、特定保健指導や若年者保健指導等に
一定の効果があったといえる。

生活習慣病対策－健康分布図②
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ク．加療・重症化区分の推移（2020～2022）

■血圧レベル別 ■HbA1cレベル別

健康分布図の「02重症化」「03加療」区分の対象者について、血圧レベル別、HbA1cレベル別にみると、
糖代謝異常の方が重症化疾患発症者が多い。また、血圧はⅢ度から、HbA1cは7.0％以上からが、より重症
化疾患を発症している。

血圧Ⅲ度、HbA1c7.0％以上の医療機関未受診者へ、引き続き介入を行う。

生活習慣病対策－重症化予防①

（％） （％）

（6.5％未満） （7.0％以上）

21



ケ．加療・重症化区分の推移（2020～2022）

・健康分布図の「02重症化」「03加療」区分の対象者について、肥満・非肥満別にみると、
肥満の方が2.5倍、重症化疾患を発症している。

・重症化疾患の立ち上がりは、肥満は30代、非肥満は40代となっており、肥満の方が重症化疾患の
発症年齢が10年早い。

生活習慣病・重症化予防のためには、若年層からの肥満対策が鍵となる。
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生活習慣病対策－重症化予防②

コ．年代別重症化区分の該当割合（2022）

（％） （％）

約2.5倍
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サ．肥満・非肥満の分布
■2022年度 被保険者（任継除く）

・肥満者は全体の26.8％
（7,366人）存在する。

・肥満者は、非肥満者と比較
すると、人数は１/3 で総医
療費は１/2となる。

・1人当たり医療費は、肥満
者の方が35,149円高い。

シ．肥満・非肥満 医療費

7,366 20,068 

26.8

73.2
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80

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

肥満 非肥満

人数 割合

1,121,000,730 2,348,705,360 

152,186 

117,037 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

肥満 非肥満

総医療費 1人当たり医療費

生活習慣病対策－肥満対策①

（％）（人） （円） （円）

％

％ 円

円
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ス．年代別 肥満・非肥満1人当たり医療費（年代別） ■2022年度 被保険者（任継除く）

・1人当たり医療費の差が開き始めるのは40代
からで、50代で医療費の差がピークになる。

・30代と40代で医療費の差が大きく変化してい
る。40代までに肥満の予防・解消ができると
医療費増を抑えることができると推測する。

40,251 
64,518 

92,071 

130,020 

220,423 

286,279 

552,712 

39,519 
64,871 

91,679 
103,812 

169,983 

243,987 

429,396 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

肥満 非肥満

1人当たり医療費の差

10代 732円

20代 353円

30代 392円

40代 26,208円

50代 50,440円

60代 42,292円

70代 123,316円

生活習慣病対策－肥満対策②

（円）

24



12.7
14.5

20.7
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肥満者数 肥満割合

セ．肥満者の人数と割合（2歳刻み）
■2022年度 被保険者（任継除く）

・肥満者の割合は、25歳から39歳
にかけて急激に増加している。

肥満対策は若年層への早期
介入が鍵となる。

肥満割合の伸び

25歳～39歳 年に１％ずつ増加

40歳～50歳 年に0.5％ずつ増加

生活習慣病対策－肥満対策③

（％）（人）

（歳）
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タ．血圧判定区分（2022）

自健保2020 自健保2021 自健保2022 他健保2022

ソ．有所見率の推移（2020～2022）

健診結果①

他健保自健保

・血圧の有所見率は他の健保組合よりも高く、2022年度は有所見率が上昇している。
・血圧判定区分別にみると、「正常高値血圧」と「高値血圧」の者が他の健保組合よりも多い。

■全年齢・被保険者
■有所見：特保基準値以上

0

20

60

40

（％）

0

20

60

40

（％）

80

100
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チ．健康習慣該当割合の推移（2020～2022）

健診結果②

自健保2020 自健保2021 自健保2022 他健保2022

・食事、運動、飲酒、喫煙、睡眠
のいずれの生活習慣も、他の健
保組合より良い状況である。

・項目別にみると、「運動」が
一番低い。

（％）

0

20

60

40

80

100

■全年齢・被保険者
■特保問診項目より算出
※割合が高いほど健康的な習慣
を有している者が多い

■健康レポート2022より抜粋

健
康
度
が
高
い
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特定健診・保健指導① 特定健診

17,420 17,474 17,392 18,481 18,022 

3,962 4,135 4,565 4,493 3,998 

81.5% 80.9% 79.2% 80.9% 81.8%

0.0%
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40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2018 2019 2020 2021 2022

■全体

13,602 13,898 14,136 14,735 14,556 

467 594 722 744 605 

96.7% 95.9% 95.1% 96.0% 96.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2018 2019 2020 2021 2022

■被保険者

3,818 3,576 3,256 3,746 3,466 

3,495 3,541 3,843 3,749 
3,393 

52.2% 50.2%
45.9% 48.6% 50.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2018 2019 2020 2021 2022

■被扶養者

32.1%

32.1%

35.7%

連続受診

１～２回受診

連続未受診

テ．被扶養者の特定健診受診状況（３年間）

・被扶養者の特定健診受
診率が低迷している。

・毎年受診する習慣が
ない被扶養者が
67.8％存在する。

（人） （％）（人）

（％）
（人）

（％）

ツ．特定健診受診状況の推移
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特定健診・保健指導② 特定保健指導

ト．特定保健指導実施状況の推移

ナ．被保険者 特保該当レベル内訳

64.8% 61.5% 59.6%

43.7%
55.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2018 2019 2020 2021 2022

■全体
67.7% 63.9% 60.0%

44.4%
55.7%

0.0%
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80.0%

100.0%

2018 2019 2020 2021 2022

■被保険者

33.3% 32.3%

54.2%
32.8%

59.0%
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80.0%

2018 2019 2020 2021 2022

■被扶養者

1,232 1,294 1,391 1,429 1,274 

1,446 1,525
1,722 1,747 1,693 

19.6% 20.0%
21.9% 21.7% 20.3%
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動機付け支援 積極的支援 該当率

（％）
（％）

（％）
（％）（人）
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74%
67% 64% 62% 62% 60% 57% 57%

53%
44%

49%

5%

7%
10% 12% 10%

8%
6% 4%

4%

3%
3%

5%
5% 8% 9% 9%

8%
9%

7%
7%

19%
16%

3% 5%
9% 12% 13%

13%
11%

11%
8% 0% 0%

1%

2% 5%
10%

15%
20%

27%
33% 32%

13% 15%
8%

3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
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90%

100%

20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

情報提供 情報提供（肥満） 動機づけ支援

積極的支援 加療 判定不能

特定健診・保健指導③ 新規該当者の状況（被保険者）

ニ．年齢別 特保レベルの構成（2022・全年齢） ヌ．新規該当者の年齢構成（2022）

50.3%

18.3%

16.1%

9.3%

3.3% 2.3% 0.4%
40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

35歳～39歳の特定保
健指導該当割合は、
40歳以上の該当割合
と同じである。

特定保健指導該当
率を下げるには、
若年層への早期介
入が鍵となる。

（％）

（％）

ネ．40歳における特保該当率

22.0%
21.4%

22.4%

20.0%
20.4%

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

2018 2019 2020 2021 2022

（歳）
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特定健診・保健指導④ リピーターの状況（被保険者）

ノ．保健指導の該当状況（2018-2022）

10.8%

14.4%

18.6%

23.2%

33.1%
１回

２回

３回

４回

５回 0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

１回 ２回 ３回 ４回 ５回

利用率 終了率

ハ．該当回数別 保健指導実施状況（2022）

ヒ．該当回数別 レベル改善状況（2021→2022の変化）

・被保険者の特定保健指導該当者の90％がリピーターである。
・該当回数が増えるほど、保健指導を受ける割合が低下し、
４回以上の該当で50％を下回る。

・該当回数が増えるほど、保健指導の効果が低下する。
・初回該当者の改善割合は90％以上あり、保健指導の
効果が大きい。

80.1 79.0

67.1

43.9

25.3

74.1 70.4
57.9

36.7

20.9

（％）

94.0%

57.6%

30.7%
13.9% 10.8%

0.0%

31.1%

53.4%
62.9% 78.5%

4.5% 9.0%
13.1%

10.8%6.0% 6.8% 6.9% 10.1%
0.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

１回 ２回 ３回 ４回 ５回

服薬開始

悪化

維持

改善

（％）

※該当回数は2021年度の状況を示す
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フ．5大がんの受療率

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

胃がん 0.18% 0.18% 0.21% 0.20% 0.22%

大腸がん 0.30% 0.26% 0.26% 0.31% 0.34%

肺がん 0.11% 0.12% 0.13% 0.11% 0.12%

乳がん 1.33% 1.37% 1.46% 1.45% 1.58%

子宮がん 0.34% 0.42% 0.44% 0.49% 0.60%

1.33% 1.37% 1.46% 1.45%
1.58%

0.34% 0.42% 0.44% 0.49%
0.60%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

胃がん 0.23% 0.17% 0.11% 0.11% 0.14%

大腸がん 0.30% 0.27% 0.25% 0.28% 0.28%

肺がん 0.12% 0.13% 0.16% 0.16% 0.16%

乳がん 1.53% 1.69% 1.74% 1.86% 1.91%

子宮がん 0.34% 0.36% 0.37% 0.46% 0.44%

1.53%
1.69% 1.74%

1.86% 1.91%

0.34% 0.36% 0.37% 0.46% 0.44%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん

■被保険者 ■被扶養者（20歳以上）

■子宮がん・乳がんは女性のみ

がん対策①

・被保険者・被扶養者ともに、「乳がん」「子宮がん」の受療率が上昇しており、「乳がん」の受療率が一番高い。
・被保険者は、「乳がん」「子宮がん」どちらも受療率が上昇傾向である。
・被扶養者は、「乳がん」の受療率が上昇傾向である。

（％）
（％）

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
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ヘ．婦人科がん検診受診率 ■20歳以上の女性

16.4% 17.3% 15.6% 15.4%
18.0%

23.1% 23.2% 22.4% 23.0% 22.9%
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17.8% 18.1%
16.1% 16.4%

18.8%

25.4% 25.3% 24.9% 25.3% 24.9%
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30.0%

40.0%

50.0%
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被保険者 被扶養者
■子宮がん ■乳がん

がん対策②

・被保険者と被扶養者の「子宮がん」「乳がん」の検診受診率は、被保険者の方が低い。
・5年間の推移は、被扶養者はほぼ横ばい、被保険者は上昇傾向である。
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ホ．多剤該当者 年齢別人数

保険給付の適正化① ポリファーマシー

・6剤以上の多剤処方者は914人存在しており、50代後半がピークとなっている。
・有害事象が発生している可能性のある者は1,080人存在しており、50代後半がピークとなっている。

（歳）
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マ．有害事象発生リスク該当者 年齢別人数
（人）

（歳）

■対象：０～19歳を除く全加入者
■抽出レセプト：2022年11月～2023年4月診療分
■指定難病、HIV、末期がん(麻薬処方)を除く
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ミ．年齢別 有害事象適正化による
薬剤費最大削減効果額

保険給付の適正化② ポリファーマシー

有害事象の適正化により、全体で約2,056万円の薬剤費の削減が見込まれる。
このうち、前期高齢者における削減効果額は約284万円であり、前期高齢者支援金の負担軽減効果が高い。

（歳）

478 372 

855 984 

1,733 

2,260 

3,471 

4,103 

3,466 

2,836 

0
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4,000
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ム．最大削減効果額（全体）

676,317 655,759 
0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

94,411 91,575 
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

メ．最大削減効果額（前期高齢者）

20,558

－2,836

（千円）

（千円）

■削減定義：全処方が適正化した
場合の年間薬剤費

拠出金係数4.4倍と
して、約1,248万円
の期待効果あり

（千円）
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モ．受療期間別 受療者数と給付金額（2022）

保険給付の適正化③ 柔整療養費

・長期受療者は全体の10％存在する。
・長期受療者への給付金額は全体の34％
を占める。

長期傾向の受療者（6～9ヶ月）
受療者数 473人

3,493 件 支給／年
12,476,104 円 支給／年

一般的な受療状況の受療者（1～5ヶ月）
受療者数 2,984人
6,284件 支給／年

21,195,489 円 支給／年

長期受療者
（10～12ヶ月）
受療者数 385人

4,320件 支給／年
17,169,593 円 支給／年

■2022年9月～2023年8月受療分
■被保険者・被扶養者
■年間受療者数：3,842名
（2023年10月支払い時点）
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STEP２ 健康課題の抽出STEP２ 健康課題の抽出
No. STEP1

対応項目 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 優先すべき
課題

1 加入者数・事業所数が多く、全国に点在しているため、健康課題も多岐にわ
たる。健康施策の実施に当たり、事業主の協力が不可欠である。  健康施策の実効性を上げるには、コラボヘルスが重要である。母体事業

主を中心にコラボヘルスを進め、グループ全体の展開を図る。 

2
被扶養者の健診受診率が低迷しており、「毎年受診する習慣がない者」は67
.8％存在する。  被扶養者の健康状態を把握し、より効果的な健康施策につなげるには、

健診受診率の向上が必要不可欠である。
一人でも多くの健診習慣者を増やすために広報に注力する。



3
・被保険者の特定保健指導該当者の90％がリピーターである。
・該当回数が増えるほど、保健指導実施率が低下し、４回以上の該当で実施
率は50％を下回る。さらに、保健指導効果も減少する。

 現状の被保険者の特定保健指導は、実施率は高いものの、費用対効果と
しては低い状態である。費用対効果を重視した保健指導の在り方を検討
する。



4
・肥満者割合は、25歳〜39歳にかけて急激に増加する。
・肥満と非肥満の医療費を比較すると、肥満の方が35,149円高く、差が開き
始めるのが40代である。
・全年齢の特保該当状況みると、35歳で既に40歳と同じ該当割合である。

 生活習慣病対策は、特定保健指導だけでなく、40歳未満からの早期介入
が鍵となる。若年層への肥満対策に注力する。 

5
・重症化疾患の発症者は、40歳未満1％、40歳以上8％存在する。また、医
療費は40歳未満7％、40歳以上31％を占める。
・血圧Ⅲ度、HbA1c7.0%以上からが、より重症化疾患を発症している。

 人数は少ないが、一度重症化疾患を発症すると医療費へのインパクトが
大きいため、引き続き、重症化予防事業を継続する。

6 被保険者の喫煙率は24％と健保平均を下回っているものの、下げ止まってい
る状態である。  将来の医療費抑制のためには、喫煙率を下げる必要がある。事業主と協

力して対策を講じる。
7 歯科の1人当たり医療費は、健保平均と比較すると高い。  継続して歯科検診を促進する。

8
・新生物の医療費は、疾病19分類の中で最も高く、受療者当たり医療費も高
い。
・特に、女性は被保険者・被扶養者ともに、子宮がん・乳がんの受療率が高
く、5年間推移をみると上昇傾向にあり、かつ子宮がん・乳がん検診の受診
率が20％程度と低い。

 ・子宮がん・乳がん検診の受診率向上対策（がん検診の啓発等）を講じ
、早期発見・早期治療につなげる。
・被保険者については、事業主と協働し、がん検診の啓発に注力する。



9 新生物と生活習慣病を合わせると、総医療費の約半数を占める。  がんや生活習慣病の早期発見・早期治療につなげることを目的に、検診
事業の対象者や補助条件等を見直し、より効果的な事業へつなげる。

10
・ジェネリック医薬品への切替率が高止まりしている。
・「6剤以上の多剤処方者」と「有害事象が発生している可能性のある者」
は、1,994人存在している。
・柔整療養費の長期受療者が全体の10％存在し、給付金額は全体の34％を
占める。

 ジェネリック差額通知や、柔整療養費通知、ポリファーマシー対策を講
じ、保険給付の適正化を促進する。

11
・総医療費に占める生活習慣病の割合が高い。
・生活習慣（健康スコア）を確認すると、食事・運動・飲酒・喫煙・睡眠の
うち、特に運動項目が低い。

 生活習慣病の予防には、生活習慣改善が鍵になるため、継続して、生活
習慣に関する正しい知識の啓発を行う。

12 インフルエンザは被扶養者（子供）の罹患が多く、家庭内感染も多い。  インフルエンザ罹患による重症化予防には、インフルエンザ予防接種が
重要である。重症化しやすい被扶養者（子供や高齢者）に注力する。

未選択

ス

セ，ソ，タ

ク，ケ，コ

エ，カ，キ

シ

ア
イ，ウ，チ，
ツ

ア，イ，ウ

テ，ト，ナ

イ，ウ，シ

未選択
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基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 ・被保険者のうち、母体事業所の従業員が約7割を占める。
・事業所の所在地は全国に点在している。  母体事業主を中心にコラボヘルスを進め、グループ全体の展開を図る。

2 被保険者は男女ともに30・40代が多数を占め、特に男性では30代の割合が多い。  若年層（30代）への健康施策を強化する。
3 医療専門職（医師を除く）が常勤・非常勤ともに不在の適用事業所が31事業所ある。  医療専門職不在の事業所でも、平等に健康施策が検討できるように環境を整える。

保健事業の実施状況保健事業の実施状況
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 被保険者の特定保健指導は実施率は高いが、改善状況などの効果検証が十分でない。  健康施策立案時より、効果検証を意識する。
また、全国平均と比較しやすいよう、共通評価指標を取り入れる。

2 40歳未満の被保険者の健診結果が未入手だったため、若年層への事業展開が不十分である。  40歳未満の健診結果も入手できるようになったため、40歳以上の対策だけでなく、若年
層への健康施策も同時に検討し展開する。

3 被扶養者の特定健診受診率が低いままで、被扶養者の実態がつかめず、より効果的な事業展
開ができない。  被扶養者の特定健診受診状況の実態を把握し、特定健診受診率UP策を検討する。
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STEP３ 保健事業の実施計画STEP３ 保健事業の実施計画

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　健康管理事業推進委員会
　保健指導宣伝 　健康レポート作成
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　ICTツール（PepUp）関連事業
　保健指導宣伝 　カワサキ健活チャレンジ
　保健指導宣伝 　体重測定チャレンジ
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健診（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被保険者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被扶養者）
　保健指導宣伝 　医療費通知
　保健指導宣伝 　ポリファーマシー対策
　保健指導宣伝 　柔整療養費通知
　保健指導宣伝 　ジェネリック差額通知
　保健指導宣伝 　健康教室開催（健保組合主催）
　保健指導宣伝 　健康教室開催（事業所共催）
　保健指導宣伝 　若年者保健指導支援事業
　保健指導宣伝 　禁煙活動推進
　疾病予防 　人間ドック補助(半日ドック・脳ドック・追加検診）
　疾病予防 　人間ドック補助（配偶者ドック）
　疾病予防 　子宮がん・乳がん検診補助
　疾病予防 　住民検診補助
　疾病予防 　胃部検診補助
　疾病予防 　歯科検診補助
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種費補助
　疾病予防 　重症化予防事業
　直営保養所 　直営及び契約保養所等
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

事業全体の目的事業全体の目的
医療費において、「生活習慣病」と「新生物」の割合が上位を占めるため、重点課題を「生活習慣病対策」と「がん対策」とする。
生活習慣病対策は、ポピュレーションアプローチとしての生活改善イベントを積極的に展開するとともに、個別アプローチとして若年者保健指導の強化と特定保健指導による改善率UPを
目指す。
がん対策は、特に「子宮がん」「乳がん」の受療率が高く、がん検診受診率も低い事から、「子宮がん」「乳がん」の検診対策に注力し、早期発見・早期治療につなげる。

事業全体の目標事業全体の目標
・カワサキ健活チャレンジの参加率向上（被保険者）
・健康スコアの改善（被保険者）
・肥満解消率の向上（被保険者）
・40歳における特定保健指導該当率の低減（被保険者）
・特定健診受診率の向上（被扶養者）
・子宮がん検診受診率の向上（女性）
・乳がん検診受診率の向上（女性）
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職場環境の整備職場環境の整備
250 - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

1 既
存

健康管理事業
推進委員会 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ キ,ス

・コラボヘルス委員会を
定期開催し、課題抽出と
取組内容を協議する。
・健康スコアを算出し、
戦略マップDBを作成。課
題分析や取組の効果分析
を行う。
・取組内容に応じて産業
医や保健スタッフとWGを
実施する。
・保健スタッフを中心と
した健康管理実務担当者
協議会を定期開催し、コ
ラボヘルス委員会での協
議事項等の報告と各事業
所における展開について
の協議を行う。

ア,イ ・事業主、労働組合、健
保組合の3者で実施する。

協議事項：がん対策、禁
煙対策、健康経営に向け
た運用
運用事項：婦人科がん対
策(動画配信）、健チャレ
推進、健康経営推進

協議事項：がん対策、禁
煙対策、健康経営に向け
た運用
運用事項：婦人科がん対
策、健チャレ推進、健康
経営推進

協議事項：がん対策、禁
煙対策、健康経営に向け
た運用
運用事項：婦人科がん対
策、健チャレ推進、健康
経営推進

協議事項：健チャレ中間
評価、課題抽出
運用事項：婦人科がん対
策、健チャレ推進、健康
経営推進

協議事項：健チャレ中間
評価、課題抽出
運用事項：婦人科がん対
策、健チャレ推進、健康
経営推進

協議事項：健チャレ中間
評価、課題抽出
運用事項：婦人科がん対
策、健チャレ推進、健康
経営推進

・川重グループ全体の健康課題解決に向け
て協議し、安全衛生健康管理計画（事業主
）やデータヘルス計画（健保組合）等、保
健事業計画（健康施策）へ反映させる。
・事業主と労働組合・健保組合で協働する
ことで、より効果的・効率的な健康施策に
つなげる。

加入者数・事業所数が多く、全国
に点在しているため、健康課題も
多岐にわたる。健康施策の実施に
当たり、事業主の協力が不可欠で
ある。

開催回数(【実績値】3回　【目標値】令和6年度：3回　令和7年度：3回　令和8年度：3回　令和9年度：3回　令和10年度：3回　令和11年度：3回)コラボヘルス委
員会と健康管理実務担当者会議

健康スコア(【実績値】3.86点　【目標値】令和6年度：3.88点　令和7年度：3.9点　令和8年度：3.92点　令和9年度：3.94点　令和10年度：3.96点　令和11年度：3.98点)健康スコアとは、健診結果から食事・運
動・飲酒・喫煙・睡眠・適正体重の生活習慣を6点満点で点数化したもの。
令和5年度についてはまだ確定しないため、令和4年度の数値を入力している。

3,892 - - - - -

1 既
存

健康レポート
作成 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ ス 事業所単位で作成し配付

する。 ア,イ
・事業主と健保組合で協
議した内容を踏まえて、
健保組合で作成する。
・作成は外部に委託する
。

・川重グループ全体の健
康スコアの変化を提示す
る。
・事業主へ活用方法を提
示する。

・川重グループ全体の健
康スコアの変化を提示す
る。
・事業主へ活用方法を提
示する。

・川重グループ全体の健
康スコアの変化を提示す
る。
・事業主へ活用方法を提
示する。

・川重グループ全体の健
康スコアの変化を提示す
る。
・事業主へ活用方法を提
示する。

・川重グループ全体の健
康スコアの変化を提示す
る。
・事業主へ活用方法を提
示する。

・川重グループ全体の健
康スコアの変化を提示す
る。
・事業主へ活用方法を提
示する。

事業主と健保組合が同じ視点で健康課題や
施策を検討できるようにする。
健康レポートを活用し、事業主が主体的に
健康施策立案を行えるようにする。

加入者数・事業所数が多く、全国
に点在しているため、健康課題も
多岐にわたる。健康施策の実施に
当たり、事業主の協力が不可欠で
ある。

健康レポートの配布(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 数量的指標の設定が困難なため
(アウトカムは設定されていません)

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
33,266 - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

1,2 既
存

ICTツール（Pe
pUp）関連事
業

全て 男女
18
〜
75

被保険
者,被扶

養者
１ ア,エ

・健康管理ツールを個人
に提供し、登録・活用を
促す。
・ツールの活用により、
事業所が実施する健康施
策を支援する。

ア
・運用は健保組合主体で
実施する。
・登録・活用推進は、事
業主・労働組合・健保組
合で実施する。

・登録コードを年に6回発
行し、PepUp登録案内通
知を配付する。
・新規登録キャンペーン
を実施する。
・Share Point等でPepUp
を広報する。
・再案内通知や登録会を
開催する。

・登録コードを年に6回発
行し、PepUp登録案内通
知を配付する。
・新規登録キャンペーン
を実施する。
・Share Point等でPepUp
を広報する。
・再案内通知や登録会を
開催する。

・登録コードを年に6回発
行し、PepUp登録案内通
知を配付する。
・新規登録キャンペーン
を実施する。
・Share Point等でPepUp
を広報する。
・再案内通知や登録会を
開催する。

・登録コードを年に6回発
行し、PepUp登録案内通
知を配付する。
・新規登録キャンペーン
を実施する。
・Share Point等でPepUp
を広報する。
・再案内通知や登録会を
開催する。

・登録コードを年に6回発
行し、PepUp登録案内通
知を配付する。
・新規登録キャンペーン
を実施する。
・Share Point等でPepUp
を広報する。
・再案内通知や登録会を
開催する。

・登録コードを年に6回発
行し、PepUp登録案内通
知を配付する。
・新規登録キャンペーン
を実施する。
・Share Point等でPepUp
を広報する。
・再案内通知や登録会を
開催する。

加入者の利便性の向上と健康度の向上を目
指す。

・総医療費に占める生活習慣病の
割合が高い。
・生活習慣（健康スコア）を確認
すると、食事・運動・飲酒・喫煙
・睡眠のうち、特に運動項目が低
い。

登録コード発行回数(【実績値】5回　【目標値】令和6年度：6回　令和7年度：6回　令和8年度：6回　令和9年度：6回　令和10年度：6回　令和11年度：6回)- 被保険者の登録率(【実績値】70％　【目標値】令和6年度：70.5％　令和7年度：70.5％　令和8年度：70.5％　令和9年度：71％　令和10年度：71％　令和11年度：71％)-
- 被扶養者の登録率(【実績値】46.3％　【目標値】令和6年度：46.5％　令和7年度：46.5％　令和8年度：46.5％　令和9年度：47％　令和10年度：47％　令和11年度：47％)-

660 - - - - -

2 既
存

カワサキ健活
チャレンジ 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ ア,エ,キ,ケ

・推進委員を対象とした
推進会議を開催する。
・事業所単位で保健スタ
ッフが参加率UPに向けた
「健チャレ計画」を立案
・実施する。
・ポスター等を作成・配
布し、広報を強化する。

ア,イ,シ

・事業主・労働組合・健
保組合の三者共催で実施
。
・コラボヘルスの一環と
して、実行委員会を年に
数回開催し事業を進める
。
・各事業所に推進責任者
と担当者を設置し、事業
所単位での参加促進活動
を促す。

ウオーキングラリーを実
施する。

ウオーキングラリーを実
施する。

ウオーキングラリーを実
施する。

・ウオーキングラリーを
実施する。
・ウォーキングラリーの
効果検証を行う。

・ウオーキングラリーを
実施する。
・他の健康課題の運用を
検討する。

・ウオーキングラリーを
実施する。
・ウォーキングラリーの
効果検証を行う。
・他の健康課題の運用を
検討する。

生活習慣改善を促し、将来の生活習慣病発
症リスクの低減を目指す。

・総医療費に占める生活習慣病の
割合が高い。
・生活習慣（健康スコア）を確認
すると、食事・運動・飲酒・喫煙
・睡眠のうち、特に運動項目が低
い。

参加率(【実績値】38.9％　【目標値】令和6年度：45％　令和7年度：48％　令和8年度：50％　令和9年度：50％　令和10年度：50％　令和11年度：50％)- 生活習慣リスク保有者率（運動）(【実績値】62％　【目標値】令和6年度：61.5％　令和7年度：61％　令和8年度：60.5％　令和9年度：60.3％　令和10年度：60.1％　令和11年度：60％)全年齢
R4年度の実績を入力、R5年度の実績は6月に入力

0 - - - - -

2 新
規

体重測定チャ
レンジ 全て 男女

18
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ア,エ,キ,ケ

・PepUpにて2カ月間の体
重測定キャンペーンを実
施し、条件達成者へイン
センティブを付与する。
・新規事業のため、広報
物を作成し周知する。

ア,コ
・健保組合主体で実施す
る。
・参加勧奨は、事業主と
連携して実施する。

・業務フロー・広報物を
作成する。
・１・２月に実施する。

・１・２月に実施する。
・特保対象者への参加勧
奨を強化する。

・１・２月に実施する。
・特保対象者への参加勧
奨を強化する。

・１・２月に実施する。
・参加勧奨対象者を選定
する。
・効果検証を行う。

・１・２月に実施する。 ・１・２月に実施する。
体重測定習慣の定着と生活習慣改善を促し
、将来の生活習慣病発症リスクの低減を目
指す。

・肥満者割合は、25歳〜39歳にか
けて急激に増加する。
・肥満と非肥満の医療費を比較す
ると、肥満の方が35,149円高く、
差が開き始めるのが40代である。
・全年齢の特保該当状況みると、3
5歳で既に40歳と同じ該当割合であ
る。

参加率（被保険者）(【実績値】-　【目標値】令和6年度：19.4％　令和7年度：19.8％　令和8年度：20.2％　令和9年度：20.6％　令和10年度：21.0％　令和11年
度：21.4％)-

肥満解消率(【実績値】13.2％　【目標値】令和6年度：13.2％　令和7年度：13.6％　令和8年度：14.0％　令和9年度：14.4％　令和10年度：14.8％　令和11年度：15.2％)対象者：40歳以上の被保険者・被扶養者
と40歳未満の被保険者

参加率（被扶養者）(【実績値】-　【目標値】令和6年度：7.9％　令和7年度：8.3％　令和8年度：8.7％　令和9年度：9.1％　令和10年度：9.5％　令和11年度：9.
9％)- -

個別の事業個別の事業

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

40



0 0 0 0 0 0
特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健診（被
保険者） 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 ２ エ,ケ,サ

・事業主より健診結果を
受領し、健保組合にて健
康管理システム（HW）に
取り込み階層化を実施す
る。
・PepUpで、健診結果と
結果に応じた情報提供を
個別に配信する。

ア,イ 事業主の定期健康診断で
実施し、費用も事業主が
負担する。

健診結果未提出者を把握
し、事業主へ健診結果の
提出要請を行う。

健診結果未提出者を把握
し、事業主へ健診結果の
提出要請を行う。

健診結果未提出者を把握
し、事業主へ健診結果の
提出要請を行う。

健診結果未提出者を把握
し、事業主へ健診結果の
提出要請を行う。

健診結果未提出者を把握
し、事業主へ健診結果の
提出要請を行う。

健診結果未提出者を把握
し、事業主へ健診結果の
提出要請を行う。

被保険者の特定健診受診率を向上させ、健
康状態の把握と効果的な健康施策につなげ
る。

加入者数・事業所数が多く、全国
に点在しているため、健康課題も
多岐にわたる。健康施策の実施に
当たり、事業主の協力が不可欠で
ある。

特定健診受診率(【実績値】96％　【目標値】令和6年度：96.2％　令和7年度：96.4％　令和8年度：96.8％　令和9年度：97.2％　令和10年度：97.6％　令和11年
度：98.2％)実績報告前は年度報告数値、実績報告後は報告値を上書き。
現時点で令和5年度の実績は出ていないため、令和4年度の実績を入力

生活習慣リスク保有者率（食事）(【実績値】49.2％　【目標値】令和6年度：49.0％　令和7年度：48.5％　令和8年度：48.0％　令和9年度：47.5％　令和10年度：47.0％　令和11年度：46.5％)40歳以上の被保険
者
現時点で令和5年度の実績は出ていないため、令和4年度の実績を入力

-
生活習慣リスク保有者率（運動）(【実績値】64.4％　【目標値】令和6年度：64.0％　令和7年度：63.5％　令和8年度：63.0％　令和9年度：62.5％　令和10年度：62.0％　令和11年度：61.5％)40歳以上の被保険
者
現時点で令和5年度の実績は出ていないため、令和4年度の実績を入力

30,441 - - - - -

3

既
存(

法
定)

特定健診（被
扶養者） 全て 男女

40
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

１ ケ

・受診方法として、委託
機関の巡回健診、健保連
集合契約の医療機関、人
間ドック、健保組合主催
の家族健診、その他で受
診した健診結果提出を提
供する。
・５月中旬に対象者に健
診案内を自宅郵送する。
・未受診者に対して、３
回（８･10･１月）の再案
内を実施する。

シ
・健保組合にて案内・結
果登録を実施する。
・健診は健診機関に委託
する。

・受診状況の把握・分析
を行う。
・未受診者への再案内を
実施する。
・健診結果の登録業務の
効率化を図る。

・受診状況の把握・分析
を行う。
・未受診者への再案内を
実施する。
・健診結果の登録業務の
効率化を図る。

・受診状況の把握・分析
を行う。
・未受診者への再案内の
効果検証を実施する。

・受診状況の把握・分析
を行う。
・未受診者への再案内を
実施する。

・受診状況の把握・分析
を行う。
・未受診者への再案内を
実施する。

・受診状況の把握・分析
を行う。
・未受診者への再案内を
実施する。

被扶養者の特定健診受診率を向上させ、被
扶養者の健康状態を把握し効果的な健康施
策につなげる。

被扶養者の健診受診率が低迷して
おり、「毎年受診する習慣がない
者」は67.8％存在する。

未受診者への再案内回数(【実績値】3回　【目標値】令和6年度：3回　令和7年度：3回　令和8年度：3回　令和9年度：3回　令和10年度：3回　令和11年度：3回)- 受診率(【実績値】50.5％　【目標値】令和6年度：52.0％　令和7年度：53.2％　令和8年度：57.1％　令和9年度：61.1％　令和10年度：65.0％　令和11年度：71.6％)現時点で令和5年度の実績は出ていないため
、令和4年度の実績を入力

53,445 - - - - -

特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導
（被保険者） 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 １ エ,キ,ク,ケ

,サ

・保健指導は実施機関に
委託する。
・特保該当者を分類し、
セグメントごとに特保プ
ログラム（介入方法）を
変える。
・効果検証を行う。

ア,イ,コ
・健保組合主体で実施す
る。
・事業主の協力により、
就業時間内に保健指導を
実施する。

・改善効果が期待できる
セグメントに注力し、介
入量を増やした保健指導
をトライアル実施する。
（介入：次年度の健診直
前までのフォロー）

・セグメントごとに、介
入量の濃淡をつける。新
規該当者と判定値より体
重2㎏・腹囲2㎝以内の者
には、毎年保健指導を実
施する。それ以外は、隔
年実施とする。
・令和6年度のトライアル
実施を全社展開し、新体
制の効率的な業務フロー
を作成する。

・セグメントごとに、介
入量の濃淡をつける。新
規該当者と判定値より体
重2㎏・腹囲2㎝以内の者
には、毎年保健指導を実
施する。それ以外は、隔
年実施とする。

・セグメントごとに、介
入量の濃淡をつける。新
規該当者と判定値より体
重2㎏・腹囲2㎝以内の者
には、毎年保健指導を実
施する。それ以外は、隔
年実施とする。
・効果検証を行う。

・セグメントごとに、介
入量の濃淡をつける。新
規該当者と判定値より体
重2㎏・腹囲2㎝以内の者
には、毎年保健指導を実
施する。それ以外は、隔
年実施とする。
・実施方法・体制を見直
す。

・セグメントごとに、介
入量の濃淡をつける。新
規該当者と基準値より体
重2㎏・腹囲2㎝以内の者
には、毎年保健指導を実
施する。それ以外は、隔
年実施とする。
・実施方法・体制を見直
す。

費用対効果を意識した保健指導の実施と特
保該当率の低減を目指す。

・被保険者の特定保健指導該当者
の90％がリピーターである。
・該当回数が増えるほど、保健指
導実施率が低下し、４回以上の該
当で実施率は50％を下回る。さら
に、保健指導効果も減少する。

特定保健指導実施率(【実績値】55.7％　【目標値】令和6年度：47.1％　令和7年度：36.8％　令和8年度：36.9％　令和9年度：36.9％　令和10年度：41.8％　令和
11年度：63.0％)令和6年度は前年度までの実績に基づき算出。
令和7年度以降は、新体制による実施のためいったん実施率が下がるが、評価年度（令和11年度）に向けて被保険者被扶養者全体の実施率が60％に達するよう目標
を設定。
現時点で令和5年度の実績は出ていないため、令和4年度の実績を入力

肥満解消率(【実績値】12.6％　【目標値】令和6年度：12.8％　令和7年度：13.0％　令和8年度：13.0％　令和9年度：13.0％　令和10年度：13.5％　令和11年度：13.5％)被保険者・被扶養者全体の割合
現時点で令和4年度の実績は出ていないため、令和3年度の実績を入力

-
特定保健指導該当率(【実績値】20.3％　【目標値】令和6年度：20.0％　令和7年度：19.5％　令和8年度：19.5％　令和9年度：19.5％　令和10年度：19.0％　令和11年度：19.0％)令和4年度までの実績報告に基
づき算出。
現時点で令和5年度の実績は出ていないため、令和4年度の実績を入力

3,764 - - - - -

4

既
存(

法
定)

特定保健指導
（被扶養者） 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 １ ケ,コ

・家族健診（健保組合保
健師が健診会場で初回分
割面談を実施）以外は外
部に委託する。
・案内は委託機関から行
う。

ウ
・全国対応できる委託機
関と連携する。
・家族健診は、健保組合
主体で実施する。

委託機関との連携を図り
、対象者に確実に案内し
実施する。

委託機関との連携を図り
、対象者に確実に案内し
実施する。

委託機関との連携を図り
、対象者に確実に案内し
実施する。

委託機関との連携を図り
、対象者に確実に案内し
実施する。

委託機関との連携を図り
、対象者に確実に案内し
実施する。

委託機関との連携を図り
、対象者に確実に案内し
実施する。

特定保健指導実施率の向上を目指す。
被扶養者の健診受診率が低迷して
おり、「毎年受診する習慣がない
者」は67.8％存在する。

案内回数(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 保健指導実施率(【実績値】59.0％　【目標値】令和6年度：55.6％　令和7年度：30.1％　令和8年度：30.2％　令和9年度：30.2％　令和10年度：30.2％　令和11年度：30.1％)現時点で令和5年度の実績は出てい
ないため、令和4年度の実績を入力

0 0 0 0 0 0

保
健
指
導
宣
伝

8 既
存 医療費通知 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ エ 毎月PepUpにて通知する

。 ケ,シ 健保組合主体で実施する
。

毎月PepUpにて通知する
。

毎月PepUpにて通知する
。

毎月PepUpにて通知する
。

毎月PepUpにて通知する
。

毎月PepUpにて通知する
。

毎月PepUpにて通知する
。

医療費全体（自己負担額及び健保負担額）
の理解を促し、適正受診に対するリテラシ
ーの向上を目指す。

・ジェネリック医薬品への切替率
が高止まりしている。
・「6剤以上の多剤処方者」と「有
害事象が発生している可能性のあ
る者」は、1,994人存在している。
・柔整療養費の長期受療者が全体
の10％存在し、給付金額は全体の3
4％を占める。

通知回数(【実績値】12回　【目標値】令和6年度：12回　令和7年度：12回　令和8年度：12回　令和9年度：12回　令和10年度：12回　令和11年度：12回)- 数量的指標の設定が困難なため
(アウトカムは設定されていません)

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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1,000 - - - - -

8 新
規

ポリファーマ
シー対策 全て 男女

20
〜
74

基準該
当者 １ キ,ク

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

ケ,コ
健保組合が対象者の選定
基準を定め、委託業者が
レセプト情報から基準該
当者を抽出し、通知の作
成・配付を行う。

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

年１回、多剤（6剤以上）
または有害事象発生リス
クありの者を対象に「ポ
リファーマシー対策通知
」を自宅郵送する。

適正服薬の推進により服薬リスクによる健
康被害の防止を図るとともに、健保組合の
保険給付費（薬剤費）の適正化を目指す。

・ジェネリック医薬品への切替率
が高止まりしている。
・「6剤以上の多剤処方者」と「有
害事象が発生している可能性のあ
る者」は、1,994人存在している。
・柔整療養費の長期受療者が全体
の10％存在し、給付金額は全体の3
4％を占める。

送付回数(【実績値】-　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 削減率(【実績値】30.4％　【目標値】令和6年度：30％　令和7年度：30％　令和8年度：30％　令和9年度：30％　令和10年度：30％　令和11年度：30％)「多剤」と「有害事象あり」の平均削減率（人数）30％
を目標とする。令和5年度は試験的に小規模で実施し、30.4％であった。

1,350 0 0 0 0 0

8 新
規

柔整療養費通
知 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 １ キ,ク

・年１回、受療が長期化
している受療者に「長期
頻回受療対策通知」を配
付する。
・毎月、新規の柔道整復
療養受療者に対し、啓発
資料を自宅郵送する。

ケ,コ
長期頻回受療対策通知の
対象者の抽出・作成・配
付および初受療者への啓
発資料配布は、外部に委
託する。

改善効果が期待できる対
象者へ、「長期頻回受療
対策通知」と「初受療者
への啓発資料」を自宅郵
送する。

改善効果が期待できる対
象者へ、「長期頻回受療
対策通知」と「初受療者
への啓発資料」を自宅郵
送する。

改善効果が期待できる対
象者へ、「長期頻回受療
対策通知」と「初受療者
への啓発資料」を自宅郵
送する。

改善効果が期待できる対
象者へ、「長期頻回受療
対策通知」と「初受療者
への啓発資料」を自宅郵
送する。

改善効果が期待できる対
象者へ、「長期頻回受療
対策通知」と「初受療者
への啓発資料」を自宅郵
送する。

改善効果が期待できる対
象者へ、「長期頻回受療
対策通知」と「初受療者
への啓発資料」を自宅郵
送する。

・適正受療の啓発により柔整療養費の低減
を目指す。
・健康保険を使う場合の適正受療を促す。

・ジェネリック医薬品への切替率
が高止まりしている。
・「6剤以上の多剤処方者」と「有
害事象が発生している可能性のあ
る者」は、1,994人存在している。
・柔整療養費の長期受療者が全体
の10％存在し、給付金額は全体の3
4％を占める。

送付回数(【実績値】-　【目標値】令和6年度：13回　令和7年度：13回　令和8年度：13回　令和9年度：13回　令和10年度：13回　令和11年度：13回)「長期頻回
受療対策通知」と「初受療者への啓発資料」の合計送付回数

削減率(【実績値】-　【目標値】令和6年度：30％　令和7年度：30％　令和8年度：30％　令和9年度：30％　令和10年度：30％　令和11年度：30％)通知対象者の通知前と通知後の柔整療養費の削減率30％を目
標とする。

0 - - - - -

7 既
存

ジェネリック
差額通知 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 １ エ,キ,ク

年４回、ジェネリックへ
の切り替えにより一定の
自己負担軽減となる者に
対し、PepUpにて通知す
る。

シ
対象者の選定とPepUpへ
のアップロードは、外部
に委託する。

年4回、PepUpにて通知す
る。

年4回、PepUpにて通知す
る。

年4回、PepUpにて通知す
る。

年4回、PepUpにて通知す
る。

年4回、PepUpにて通知す
る。

年4回、PepUpにて通知す
る。

ジェネリック医薬品への切り替えを促進す
ることにより、個人の薬代の軽減と健保組
合財政の改善につなげる。

・ジェネリック医薬品への切替率
が高止まりしている。
・「6剤以上の多剤処方者」と「有
害事象が発生している可能性のあ
る者」は、1,994人存在している。
・柔整療養費の長期受療者が全体
の10％存在し、給付金額は全体の3
4％を占める。

送付回数(【実績値】4回　【目標値】令和6年度：4回　令和7年度：4回　令和8年度：4回　令和9年度：4回　令和10年度：4回　令和11年度：4回)- 後発医薬品の使用割合(【実績値】83％　【目標値】令和6年度：83％　令和7年度：83％　令和8年度：83％　令和9年度：83％　令和10年度：83％　令和11年度：83％)-
4,850 - - - - -

3,4,6 既
存

健康教室開催
（健保組合主
催）

全て 女性
20
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

１ イ,ウ,オ,ケ
,コ

・特定健診必須項目と骨
密度測定（全員）、大腸
がん検診と歯科検診（希
望者）、健保組合保健師
による健康相談（全員）
を同日に実施する。
・加入者の主要居住地域
（兵庫・岐阜）にて開催
する。

ケ
・健保組合主体で実施す
る。
・健診は外部に委託する
。

・兵庫・岐阜地区にて計
８回開催。
・Web申込を導入する。

・兵庫・岐阜地区にて計
８回開催。

・兵庫・岐阜地区にて計
８回開催。

・兵庫・岐阜地区にて計
８回開催。
・実施時期等を検討する
。

・兵庫・岐阜地区にて計
８回開催。

・兵庫・岐阜地区にて計
８回開催。

被扶養者の健診受診率の向上を目指す。
被扶養者の健康リテラシーの向上と生活習
慣病発症リスクの低減を目指す。

被扶養者の健診受診率が低迷して
おり、「毎年受診する習慣がない
者」は67.8％存在する。

40歳以上の参加者数(【実績値】335人　【目標値】令和6年度：350人　令和7年度：350人　令和8年度：350人　令和9年度：350人　令和10年度：350人　令和11
年度：350人)-

被扶養者の特定健診受診率(【実績値】50.5％　【目標値】令和6年度：52.0％　令和7年度：53.2％　令和8年度：57.1％　令和9年度：61.1％　令和10年度：65.0％　令和11年度：71.6％)現時点で令和5年度の実
績は出ていないため、令和4年度の実績を入力

3,614 - - - - -

5 既
存

健康教室開催
（事業所共催
）

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 ３ ク,ケ,サ

・事業所保健師や外部講
師によるセミナーを実施
する。
・会場参加やオンライン
参加等、事業所の特徴に
合わせて設定する。

ア,イ
健保組合と事業所で役割
分担を行い、共同で開催
する。

・事業主へ実施の意向を
ヒアリングする。
・健保組合と事業所で役
割分担を行い、共同で開
催する。

・事業主へ実施の意向を
ヒアリングする。
・健保組合と事業所で役
割分担を行い、共同で開
催する。

・事業主へ実施の意向を
ヒアリングする。
・健保組合と事業所で役
割分担を行い、共同で開
催する。

・事業主へ実施の意向を
ヒアリングする。
・健保組合と事業所で役
割分担を行い、共同で開
催する。

・事業主へ実施の意向を
ヒアリングする。
・健保組合と事業所で役
割分担を行い、共同で開
催する。

・事業主へ実施の意向を
ヒアリングする。
・健保組合と事業所で役
割分担を行い、共同で開
催する。

将来の生活習慣病発症リスクの軽減に向け
、被保険者の健康リテラシーの向上を目指
す。

・総医療費に占める生活習慣病の
割合が高い。
・生活習慣（健康スコア）を確認
すると、食事・運動・飲酒・喫煙
・睡眠のうち、特に運動項目が低
い。

ヒアリング回数(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 実施事業所割合（共催教室）(【実績値】56.6％　【目標値】令和6年度：58％　令和7年度：60％　令和8年度：60％　令和9年度：62％　令和10年度：62％　令和11年度：62％)母数となる事業所数は「事業所数
　報告用基礎」の加入事業所数一覧に基づく。

- 実施事業所割合（健康づくり）(【実績値】50.9％　【目標値】令和6年度：51％　令和7年度：51％　令和8年度：51％　令和9年度：52％　令和10年度：52％　令和11年度：52％)母数となる事業所数は「事業所
数　報告用基礎」の加入事業所数一覧に基づく。

9,958 - - - - -

3,4 既
存

若年者保健指
導支援事業 全て 男女

18
〜
39

基準該
当者 ３ エ,オ,キ,ク

,ケ,サ

・30歳、35歳、38歳の肥
満者または特定保健指導
該当者を対象に、チャッ
ト支援などの若年層に特
化した保健指導を実施す
る。
・効果検証を行う。

ア,コ

・従来の希望制を廃止し
、統一した対象者・プロ
グラムで全社展開する。
・案内や対象者へのフォ
ローは、事業主と共同で
実施する。

・令和7年度からの新体制
に向けた業務フローを作
成する。
・保健指導は、従来の希
望事業所の特保該当者等
に動機づけ支援相当の保
健指導を実施する。
・一部事業所にて令和7年
度からの若年層特化の保
健指導を先行実施する。

30歳、35歳、38歳の肥満
者または特定保健指導該
当者を対象に、チャット
支援などの若年層に特化
した保健指導を実施する
。

30歳、35歳、38歳の肥満
者または特定保健指導該
当者を対象に、チャット
支援などの若年層に特化
した保健指導を実施する
。

30歳、35歳、38歳の肥満
者または特定保健指導該
当者を対象に、チャット
支援などの若年層に特化
した保健指導を実施する
。

30歳、35歳、38歳の肥満
者または特定保健指導該
当者を対象に、チャット
支援などの若年層に特化
した保健指導を実施する
。

・30歳、35歳、38歳の肥
満者または特定保健指導
該当者を対象に、チャッ
ト支援などの若年層に特
化した保健指導を実施す
る。
・効果検証を行う。

若年層からの早期介入により肥満割合を下
げ、40歳到達者の特定保健指導該当率の低
減を目指す。

・肥満者割合は、25歳〜39歳にか
けて急激に増加する。
・肥満と非肥満の医療費を比較す
ると、肥満の方が35,149円高く、
差が開き始めるのが40代である。
・全年齢の特保該当状況みると、3
5歳で既に40歳と同じ該当割合であ
る。

実施率(【実績値】87％　【目標値】令和6年度：87％　令和7年度：70％　令和8年度：70％　令和9年度：70％　令和10年度：70％　令和11年度：70％)令和7年
度より事業内容変更のため、目標実施率変更 40歳未満の肥満解消率(【実績値】14.2％　【目標値】令和6年度：14.2％　令和7年度：14.7％　令和8年度：14.7％　令和9年度：15.2％　令和10年度：15.7％　令和11年度：16.2％)-

- 40歳到達者の特定保健指導該当率(【実績値】20.4％　【目標値】令和6年度：20.4％　令和7年度：20.0％　令和8年度：20.0％　令和9年度：19.5％　令和10年度：19.0％　令和11年度：18.4％)-

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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203 - - - - -

5 既
存 禁煙活動推進 全て 男女

20
〜
74

被保険
者 ３ ケ

・禁煙成功者に対し、禁
煙に要した費用（禁煙外
来・禁煙補助剤）の一部
を補助する。
・事業所に対し、禁煙指
導教材を貸し出し、禁煙
活動を支援する。

ア,イ
・健保組合主体で実施す
る。
・全般的な禁煙対策は、
事業主が主体で実施し、
健保組合は支援する。

・事業主と連携し、制度
の案内・周知を行う。
・喫煙者に対し、（世界
禁煙デーに）PepUpによ
る情報発信を行う。

・事業主と連携し、制度
の案内・周知を行う。
・喫煙者に対し、（世界
禁煙デーに）PepUpによ
る情報発信を行う。

・事業主と連携し、制度
の案内・周知を行う。
・喫煙者に対し、（世界
禁煙デーに）PepUpによ
る情報発信を行う。

・事業主と連携し、制度
の案内・周知を行う。
・喫煙者に対し、（世界
禁煙デーに）PepUpによ
る情報発信を行う。

・事業主と連携し、制度
の案内・周知を行う。
・喫煙者に対し、（世界
禁煙デーに）PepUpによ
る情報発信を行う。

・事業主と連携し、制度
の案内・周知を行う。
・喫煙者に対し、（世界
禁煙デーに）PepUpによ
る情報発信を行う。

事業主と連携し、喫煙率の低減を目指す。
被保険者の喫煙率は24％と健保平
均を下回っているものの、下げ止
まっている状態である。

広報回数(【実績値】2回　【目標値】令和6年度：2回　令和7年度：2回　令和8年度：2回　令和9年度：2回　令和10年度：2回　令和11年度：2回)実施要領やPepU
pにて周知。

被保険者の生活習慣リスク保有率（喫煙）(【実績値】24.2％　【目標値】令和6年度：23.8％　令和7年度：23.4％　令和8年度：23.0％　令和9年度：22.6％　令和10年度：22.2％　令和11年度：22.0％)全年齢の
被保険者

84,999 - - - - -
疾
病
予
防

3 既
存

人間ドック補
助(半日ドック
・脳ドック・
追加検診）

全て 男女
20
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ エ

・人間ドックや脳ドック
、追加検診の費用の一部
を補助する。
・ホームページ等で広報
する。

コ,シ
直接契約医療機関、健保
連指定医療機関にて実施
する。

・利用状況の分析を行う
。
・事業体制（医療機関）
を見直す。

事業体制（対象者・補助
条件）を見直す。

・事業体制（対象者・補
助条件）を見直す。
・業務フローを見直す。

新体制で運用する。 新体制を定着させる。 ・効果検証を行う。 生活習慣病およびがんを中心とした疾病の
早期発見・早期治療を目指す。

新生物と生活習慣病を合わせると
、総医療費の約半数を占める。

案内回数(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 受診者数(【実績値】2,554人　【目標値】令和6年度：2,600人　令和7年度：2,600人　令和8年度：2,600人　令和9年度：2,600人　令和10年度：2,600人　令和11年度：2,600人)半日ドックと脳ドックの合計受診
者数（延べ人数）　

30,344 - - - - -

3 既
存

人間ドック補
助（配偶者ド
ック）

全て 男女
35
〜
60

基準該
当者 １ エ,ク

・対象者は、35歳・40歳
・45歳・50歳・55歳・60
歳到達の被扶養配偶者と
する。
・人間ドックの費用の一
部を補助する。（自己負
担5,000円）

コ,シ
直接契約医療機関、健保
連指定医療機関にて実施
する。

・対象者に案内を自宅郵
送する。
・未受診者に再案内を１
回実施する。

・対象者に案内を自宅郵
送する。
・未受診者に再案内を１
回実施する。

・対象者に案内を自宅郵
送する。
・未受診者に再案内を１
回実施する。

・対象者に案内を自宅郵
送する。
・未受診者に再案内を１
回実施する。

・対象者に案内を自宅郵
送する。
・未受診者に再案内を１
回実施する。

・対象者に案内を自宅郵
送する。
・未受診者に再案内を１
回実施する。

被扶養者の健診受診率の向上と、生活習慣
病とがんを中心した疾病の早期発見・早期
治療を目指す。

新生物と生活習慣病を合わせると
、総医療費の約半数を占める。

未受診者への再案内回数(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 受診率(【実績値】50.5％　【目標値】令和6年度：50.5％　令和7年度：51.0％　令和8年度：51.5％　令和9年度：52.0％　令和10年度：52.0％　令和11年度：52.0％)-
54,930 - - - - -

3,4 既
存

子宮がん・乳
がん検診補助 全て 女性

18
〜
74

被保険
者,被扶

養者
３ ウ,ケ

・健保組合が指定する検
査項目を含むがん検診費
用の一部を補助する。
・がん検診受診の必要性
を啓発する。

ア,コ,シ
・費用補助は、健保組合
主体で実施する。
・がん検診啓発は、事業
主と連携して実施する。

・被扶養者に対して、特
定健診の再案内時に、が
ん検診の啓発と受診勧奨
を行う。
・被保険者に対して、事
業主と連携し、がん検診
の啓発と受診勧奨を行う
。

・被扶養者に対して、特
定健診の再案内時に、が
ん検診の啓発と受診勧奨
を行う。
・被保険者に対して、事
業主と連携し、がん検診
の啓発と受診勧奨を行う
。

・被扶養者に対して、特
定健診の再案内時に、が
ん検診の啓発と受診勧奨
を行う。
・被保険者に対して、事
業主と連携し、がん検診
の啓発と受診勧奨を行う
。

・被扶養者に対して、特
定健診の再案内時に、が
ん検診の啓発と受診勧奨
を行う。
・被保険者に対して、事
業主と連携し、がん検診
の啓発と受診勧奨を行う
。

・被扶養者に対して、特
定健診の再案内時に、が
ん検診の啓発と受診勧奨
を行う。
・被保険者に対して、事
業主と連携し、がん検診
の啓発と受診勧奨を行う
。

・被扶養者に対して、特
定健診の再案内時に、が
ん検診の啓発と受診勧奨
を行う。
・被保険者に対して、事
業主と連携し、がん検診
の啓発と受診勧奨を行う
。

子宮がん・乳がんの検診受診率向上と子宮
がん・乳がんの受療率低減を目指す。

・新生物の医療費は、疾病19分類
の中で最も高く、受療者当たり医
療費も高い。
・特に、女性は被保険者・被扶養
者ともに、子宮がん・乳がんの受
療率が高く、5年間推移をみると上
昇傾向にあり、かつ子宮がん・乳
がん検診の受診率が20％程度と低
い。

子宮がん検診受診率（被保険者）(【実績値】18.0％　【目標値】令和6年度：19％　令和7年度：21％　令和8年度：23％　令和9年度：25％　令和10年度：27％　
令和11年度：30％)20歳以上の女性

子宮がん受療率（被保険者）(【実績値】0.60％　【目標値】令和6年度：0.60％　令和7年度：0.60％　令和8年度：0.60％　令和9年度：0.60％　令和10年度：0.60％　令和11年度：0.60％)20歳以上の女性
いったんR4年度の実績を入力

子宮がん検診受診率（被扶養者）(【実績値】22.9％　【目標値】令和6年度：23％　令和7年度：24％　令和8年度：25％　令和9年度：26％　令和10年度：28％　
令和11年度：30％)20歳以上の女性

子宮がん受療率（被扶養者）(【実績値】0.44％　【目標値】令和6年度：0.44％　令和7年度：0.44％　令和8年度：0.44％　令和9年度：0.44％　令和10年度：0.44％　令和11年度：0.44％)20歳以上の女性
いったんR4年度の実績を入力

乳がん検診受診率（被保険者）(【実績値】18.8％　【目標値】令和6年度：19％　令和7年度：21％　令和8年度：23％　令和9年度：25％　令和10年度：27％　令
和11年度：30％)-

乳がん受療率（被保険者）(【実績値】1.58％　【目標値】令和6年度：1.58％　令和7年度：1.58％　令和8年度：1.58％　令和9年度：1.58％　令和10年度：1.58％　令和11年度：1.58％)20歳以上の女性
いったんR4年度の実績を入力

乳がん検診受診率（被扶養者）(【実績値】24.9％　【目標値】令和6年度：25％　令和7年度：26％　令和8年度：27％　令和9年度：28％　令和10年度：29％　令
和11年度：30％)-

乳がん受療率（被扶養者）(【実績値】1.91％　【目標値】令和6年度：1.91％　令和7年度：1.91％　令和8年度：1.91％　令和9年度：1.91％　令和10年度：1.91％　令和11年度：1.91％)20歳以上の女性
いったんR4年度の実績を入力

426 - - - - -

3 既
存 住民検診補助 全て 男女

20
〜
74

加入者
全員 １ ウ,エ

・市町村が実施する住民
検診の費用を全額補助す
る。
・ホームページ等で広報
する。

シ 健保組合主体で実施する
。

「全額補助」を強調し、
住民検診利用を広報する
。

「全額補助」を強調し、
住民検診利用を広報する
。

「全額補助」を強調し、
住民検診利用を広報する
。

「全額補助」を強調し、
住民検診利用を広報する
。

「全額補助」を強調し、
住民検診利用を広報する
。

「全額補助」を強調し、
住民検診利用を広報する
。

住民検診利用者数の増加とがんを中心した
疾病の早期発見・早期治療を目指す。

新生物と生活習慣病を合わせると
、総医療費の約半数を占める。

広報回数(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)- 受診者数(【実績値】200人　【目標値】令和6年度：185人　令和7年度：185人　令和8年度：185人　令和9年度：190人　令和10年度：190人　令和11年度：200人)R5年度の決算見込み人数
33,920 - - - - -

3 既
存 胃部検診補助 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 ２ ケ

・事業主が実施する胃部
検診の費用の一部を補助
する。
・事業主より胃部検診結
果を受領する。

シ
胃部検診は、定期健康診
断と合わせて事業主主体
で実施する。

・検診結果を回収し、費
用補助を行う。
・胃部検診の効果測定の
ため、DBを作成する。

・検診結果を回収し、費
用補助を行う。
・胃部検診の効果測定の
ため、DBを作成する。

・検診結果を回収し、費
用補助を行う。
・胃部検診の効果測定の
ため、DBを作成する。

・検診結果を回収し、費
用補助を行う。
・胃部検診の効果測定の
ため、DBを作成する。

・検診結果を回収し、費
用補助を行う。
・胃部検診の効果測定の
ため、DBを作成する。

・検診結果を回収し、費
用補助を行う。
・胃部検診の効果測定の
ため、DBを作成する。

胃部検診受診率向上と胃がんの早期発見・
早期治療を目指す。

新生物と生活習慣病を合わせると
、総医療費の約半数を占める。

胃部検診受診率(【実績値】72％　【目標値】令和6年度：72％　令和7年度：73％　令和8年度：74％　令和9年度：75％　令和10年度：75％　令和11年度：75％)
被保険者の川重グループの胃部検診受診率

胃がん受療率(【実績値】0.22％　【目標値】令和6年度：0.22％　令和7年度：0.22％　令和8年度：0.22％　令和9年度：0.22％　令和10年度：0.22％　令和11年度：0.22％)被保険者の川重グループの胃がん受療
率

58,415 - - - - -

3,4 既
存 歯科検診補助 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ ウ,ケ

・事業主が実施した歯科
検診の費用を補助する。
・検診方法は、集団検診
とネットワーク検診を提
供する。

ア,ウ
・検診は健保組合委託機
関にて実施する。
・歯科検診の案内・会場
準備は、事業所が実施す
る。

事業主へ歯科検診の案内
を行う。

事業主へ歯科検診の案内
を行う。

事業主へ歯科検診の案内
を行う。

事業主へ歯科検診の案内
を行う。

事業主へ歯科検診の案内
を行う。

事業主へ歯科検診の案内
を行う。

正しいデンタルケアのリテラシー向上と口
腔疾患の早期発見・早期治療を目指す。

歯科の1人当たり医療費は、健保平
均と比較すると高い。

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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歯科検診受診率(【実績値】37％　【目標値】令和6年度：37.1％　令和7年度：37.2％　令和8年度：37.3％　令和9年度：37.4％　令和10年度：37.5％　令和11年
度：37.6％)被保険者 一人当たり歯科医療費(【実績値】21,843円　【目標値】令和6年度：22,300円　令和7年度：22,300円　令和8年度：22,300円　令和9年度：22,300円　令和10年度：22,300円　令和11年度：22,300円)被保険者

47,750 - - - - -

8 既
存

インフルエン
ザ予防接種費
補助

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ エ,ケ

〈被扶養者〉
申請者にインフルエンザ
予防接種の費用の一部を
補助する。
〈被保険者〉
事業主が実施するインフ
ルエンザ予防対策を支援
するため、事業主へ費用
を補助する。

ア

〈被扶養者〉
健保組合主体で実施する
。
〈被保険者〉
インフルエンザ予防接種
は事業主が主体で実施し
、健保は支援する。

【被扶養者】
ホームページやPepUp等
で周知する。
【被保険者】
事業主へ事業案内を行う
。

【被扶養者】
ホームページやPepUp等
で周知する。
【被保険者】
事業主へ事業案内を行う
。

【被扶養者】
ホームページやPepUp等
で周知する。
【被保険者】
事業主へ事業案内を行う
。
事業主へ事業の案内を行
う。

【被扶養者】
ホームページやPepUp等
で周知する。
【被保険者】
事業主へ事業案内を行う
。

【被扶養者】
ホームページやPepUp等
で周知する。
【被保険者】
事業主へ事業案内を行う
。

【被扶養者】
ホームページやPepUp等
で周知する。
【被保険者】
事業主へ事業案内を行う
。

〈被扶養者〉
インフルエンザの発症予防と重症化予防の
ため、被扶養者・任意継続被保険者のイン
フルエンザ罹患率の増加を防ぐ。
〈被保険者〉
事業主が行うインフルエンザ予防対策を支
援することで、感染拡大による業務への影
響を最小限にする。

インフルエンザは被扶養者（子供
）の罹患が多く、家庭内感染も多
い。

被扶養者への案内回数(【実績値】2回　【目標値】令和6年度：2回　令和7年度：2回　令和8年度：2回　令和9年度：2回　令和10年度：2回　令和11年度：2回)被
扶養者 被扶養者のインフルエンザ受療率(【実績値】7.26％　【目標値】令和6年度：7.2％　令和7年度：7.2％　令和8年度：7.2％　令和9年度：7.2％　令和10年度：7.2％　令和11年度：7.2％)被扶養者

※令和5年度の実績値は未確定のため令和4年度の数値を入力

事業主への案内回数(【実績値】1回　【目標値】令和6年度：1回　令和7年度：1回　令和8年度：1回　令和9年度：1回　令和10年度：1回　令和11年度：1回)被保
険者

被保険者のインフルエンザ受療率(【実績値】1.71％　【目標値】令和6年度：1.7％　令和7年度：1.7％　令和8年度：1.7％　令和9年度：1.7％　令和10年度：1.7％　令和11年度：1.7％)被保険者
※令和5年度の実績値は未確定のため令和4年度の数値を入力

95 - - - - -

4 既
存

重症化予防事
業 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 １ イ,オ,キ,ク

・Ⅲ度高血圧、HbA1c7％
以上の医療機関未受診者
へ、文書指導による受診
勧奨を行う。
・健保組合から本人へ直
接送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

ケ 健保組合が主体となり実
施する。

・対象者の状況に応じた
受診勧奨レターを個別で
作成し、送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

・対象者の状況に応じた
受診勧奨レターを個別で
作成し、送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

・対象者の状況に応じた
受診勧奨レターを個別で
作成し、送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

・対象者の状況に応じた
受診勧奨レターを個別で
作成し、送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

・対象者の状況に応じた
受診勧奨レターを個別で
作成し、送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

・対象者の状況に応じた
受診勧奨レターを個別で
作成し、送付する。
・受診勧奨後1ヵ月以内の
未受診者へ再度メールに
て受診勧奨を行う。

高血圧および糖尿病の重症化予防と将来の
医療費の抑制を目指す。

・重症化疾患の発症者は、40歳未
満1％、40歳以上8％存在する。ま
た、医療費は40歳未満7％、40歳
以上31％を占める。
・血圧Ⅲ度、HbA1c7.0%以上から
が、より重症化疾患を発症してい
る。

受診率(【実績値】39.3％　【目標値】令和6年度：41.5％　令和7年度：41.5％　令和8年度：41.6％　令和9年度：41.6％　令和10年度：41.7％　令和11年度：
41.7％)対象：前年度の対象者
（レセプトを活用しながら実施するため、対象にあがった年度と実施年度、評価年度が大きくずれる）

疾病群の病態のコントロール割合（高血圧）(【実績値】55.2％　【目標値】令和6年度：55.2％　令和7年度：55.2％　令和8年度：55.3％　令和9年度：55.3％　令和10年度：55.4％　令和11年度：55.4％)-

- 疾病群の病態のコントロール割合（糖尿病）(【実績値】26％　【目標値】令和6年度：26.0％　令和7年度：26.0％　令和8年度：26.1％　令和9年度：26.1％　令和10年度：26.2％　令和11年度：26.2％)-
337,894 - - - - -

直
営
保
養
所

8 既
存

直営及び契約
保養所等 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員 １ ス

・直営保養所は年６回（
２ヵ月に1回）、健康推進
センターは年４回（春夏
秋冬）、料理や行事の案
内をホームページに掲載
する。また、各施設がSN
Sにより各種情報を随時発
信する。
・契約保養所については
運営業者がSNSにてキャ
ンペーン情報を随時発信
する。

シ
「泉郷荘」及び「健康推
進センター」の２ヵ所の
直営施設と、契約保養所
を運用する。

・活発な広報を実施する
。
・利用促進策を検討する
。

・活発な広報を実施する
。
・利用促進策を検討する
。

・活発な広報を実施する
。
・利用促進策を検討する
。

・活発な広報を実施する
。
・利用促進策を検討する
。

・活発な広報を実施する
。
・利用促進策を検討する
。

・活発な広報を実施する
。
・利用促進策を検討する
。

加入者の心身のリフレッシュ、家族や職場
仲間との懇親の場を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

広報回数(【実績値】10回　【目標値】令和6年度：10回　令和7年度：10回　令和8年度：10回　令和9年度：10回　令和10年度：10回　令和11年度：10回)- 直営及び契約施設の利用者数(【実績値】22,800人　【目標値】令和6年度：22,800人　令和7年度：22,800人　令和8年度：22,800人　令和9年度：22,800人　令和10年度：22,800人　令和11年度：22,800人)１月
時点目標22,800人(直営保養所(泉郷荘11,000人､六甲山荘8,300人)､契約保養所3,500人)。

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) １．健保組合  ２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用  ３．健保組合と事業主との共同事業
注３) ア．加入者等へのインセンティブを付与  イ．受診状況の確認（要医療者・要精密検査者の医療機関受診状況）  ウ．受診状況の確認（がん検診・歯科健診の受診状況）  エ．ＩＣＴの活用  オ．専門職による健診結果の説明  カ．他の保険者と共同で集計データを持ち寄って分析を実施  キ．定量的な効果検証の実施

ク．対象者の抽出（優先順位づけ、事業所の選定など）  ケ．参加の促進（選択制、事業主の協力、参加状況のモニタリング、環境整備）  コ．健診当日の面談実施・健診受診の動線活用  サ．就業時間内も実施可（事業主と合意）  シ．保険者以外が実施したがん検診のデータを活用  ス．その他
注４) ア．事業主との連携体制の構築  イ．産業医または産業保健師との連携体制の構築  ウ．外部委託先の専門職との連携体制の構築  エ．他の保険者との健診データの連携体制の構築  オ．自治体との連携体制の構築  カ．医療機関・健診機関との連携体制の構築  キ．保険者協議会との連携体制の構築  ク．その他の団体との連携体制の構築

ケ．保険者内の専門職の活用（共同設置保健師等を含む）  コ．運営マニュアルの整備（業務フローの整理）  サ．人材確保・教育（ケースカンファレンス∕ライブラリーの設置）  シ．その他

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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